
令 和 ８ 年 ３ 月  

都市計画部地域整備課 

 

湯島三丁目北東地区のまちづくり検討状況について 

 

１ 経緯 

湯島三丁目北東地区（右図：破線）の北側エリ

ア（右図：斜線枠内）では、平成 29 年に地元発

意による“まちづくり協議会”が発足し、市街

地再開発事業の検討が進められ、令和６年６月

に協議会より「湯島三丁目地区まちづくりの考

え方」が区に提出された。 

また、令和６年度に見直された文京区都市マ

スタープランにおいて湯島駅周辺が新たに都市

拠点として位置づけられるとともに、春日通りの将来的な拡幅整備や北側エリアの再開発の

検討が進んでいる状況を踏まえ、地域の特色を生かしたまちづくりの推進を図るため、春日

通り以南の地区を含む湯島三丁目北東地区において地区の将来像やまちづくりの方針を定め

る「まちづくり基本方針」（以下、「基本方針」という。）を検討している。 

検討にあたっては、地区のまちづくりを共に描き・共有し・実現させていくことを目的に、

公募委員３名、町会・商店会・協議会推薦７名、事務局（文京区）から成る“まちづくり基

本方針検討会”を令和６年９月に立ち上げ、意見交換を行っている。 

なお、北側エリアでは令和５年 12月に地元で市街地再開発準備組合が設立されている。 

 

令和７年 12月  建設委員会 報告（素案） 

   パネル展示型説明会（２日間）を開催 

   意見募集（２週間） 

令和８年２月  建設委員会 報告（案） 

 

２ 基本方針 

基本方針は、湯島三丁目北東地区を対象とし、近年のまちの状況や社会情勢等を踏まえ、

地域の方々と検討会や説明会を通じて、地域課題に対応するまちの将来像・まちづくりのあ

り方について整理し、策定する。その後、この基本方針に基づき、地区計画等の都市計画の

検討を進める。 

【基本方針（案）】 

別紙１のとおり 

  

湯島三丁目北東地区 

北側エリア 

南側エリア 
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３ パネル展示説明会 

基本方針（素案）を作成し、パネル展示型説明会を開催するとともに意見募集を実施した。

パネル展示型説明会等での意見を踏まえ、基本方針（案）を作成した。 

パネル展示型説明会 

【別紙２のとおり】 

開催日・会場 12 月 12 日（金）総合体育館 

12 月 13 日（土）総合体育館 

来場者数 87 人 

提出者（意見数） 11 人（11件） 

インターネット等による意見募集 

【別紙２のとおり】 

募集期間 12 月５日（金）～ 

12 月 19 日（金） 

意見数 ６人（６件） 

 

 

 

４ 今後の予定 

    令和８年度  基本方針 策定 
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湯島三丁目北東地区まちづくり基本方針 

（案） 

令和〇年〇月 

文 京 区 

別紙１
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１．はじめに 

１－１ 背景と目的 

湯島三丁目北東地区は文京区の南東に位置し、三方を台東区に囲まれた地区である。地区

の内外には、地下鉄３路線とＪＲ線及び春日通りをはじめとした主要幹線道路が通る交通要

衝地となっている。 

東京都の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において、文京区は全域が「中枢広域

拠点域」に位置づけられており、また、台東区の上野・浅草地区や御徒町駅周辺地区と土地

利用が連続していること等から、地区単体ではなく、周辺との連携を図りながらまちづくり

を進めることで、更なる発展が期待できる特有の性格を持つ地区となっている。 

また、令和６年９月に見直した文京区都市マスタープランにおいては、湯島三丁目北東地

区は「都市拠点」に含まれており、特色ある拠点の形成に向けて、地域の個性や可能性に応

じた都市機能を誘導するとともに、利便性の高い商業機能を誘導するとしている。 

春日通りは拡幅整備が予定されており、春日通りの北側（まちづくり協議会検討エリア）

では、交通利便性の高さを生かし、まちの課題に対応していく魅力的なまちづくりを進める

ため、地域が主体となってまちづくり協議会を設立し検討を行っている。 

本方針は、湯島三丁目を対象に行った令和３年度の基礎調査において、春日通りの後背地

の地域特性や防災上の課題が同様であったことから、まちづくり協議会検討エリアを含めた

春日通りの南北のエリアを一体として対象に、近年のまちの状況や社会情勢等を踏まえ、地

域の方々とともに、地域課題に対応したまちの将来像・まちづくりのあり方について整理し

たものである。 

 

 

１－２ 対象地区 

【湯島三丁目北東地区（湯島三丁目（35

番～46番））】の約3.5haを対象地区とすると

ともに、春日通りを境に、北側を「北側エリ

ア」、南側を「南側エリア」と位置づける。 

なお、北側エリアはまちづくり協議会検討

エリアとなっている。 

  

湯島駅 

京成上野駅 上野駅 

上野広小路駅 

上野御徒町駅 

仲御徒町駅 

御徒町駅 

湯島天満宮 
● 

 

末広町駅 

上野恩賜公園 
● 

 

旧岩崎邸庭園 
● 

湯島三丁目 
北東地区 

北側エリア 

南側エリア 

（まちづくり協議会検討エリア） 

【エリア区分】 

文京区 
台東区 
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１－３ 計画の位置づけ 

本方針は、地域のまちづくりに関する計画として、東京都及び文京区の上位計画やまちづ

くりに関わる個別部門計画、個別都市計画、周辺地域の計画等との整合を図るものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

東京都の計画 

都市づくりのグランドデザイン [平成 29 年９月] 

2040 年代の目指すべき東京の都市の姿とその実現に向けた、都市づくりの基本

的な方針と具体的な方策を示した計画 

東京都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 [令和３年３月] 

広域的見地から都市計画の基本的な方針を定める計画 
等 

文京区のまちづくりに関する計画 

文京区都市マスタープラン 2024 [令和６年９月見直し] 

長期的な視点にたって、まちの将来像や土地利用・都市施設等の整備方針を明らかにし、まちづくり

のガイドラインとしての役割を果たす計画 

文京区の上位計画 

「文の京」総合戦略 [令和６年３月] 

本区の目指すべき将来都市像やその実現に

向けた主要課題等を示す区の最上位計画 

文京区国土強靭化地域計画 [令和４年３月] 

国土強靭化に関する施策や取組を総合的か

つ計画的に推進するための指針 

地域のまちづくりに関する計画 

 ◇湯島三丁目北東地区まちづくり基本方針 

[令和〇年〇月] 

まちづくりに関わる個別部門計画 

◇文京区景観計画 

[平成 25 年 10 月] 

◇文京区バリアフリー基本構想 

[平成 28 年３月] 
等 

周辺地域の計画 

◇上野地区まちづくりビジョン 

（台東区）[令和２年３月] 
等 

整合 

即する 

整合 整合 

整合 整合 

整合 
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１－４ まちづくりの経緯 

 

  

北側エリア 

における 

まちづくり 

の動き 

平成 29（2017）年７月 

地区の課題や将来像等の検討を目的として、地元発意によりまちづくり協議会

が発足 

令和４（2022）年３月 

文京区がまちづくり協議会を認定 

令和６（2024）年６月 

まちづくり協議会より「湯島三丁目地区まちづくりの考え方」を文京区へ提出 

対象地区全体 

における 

まちづくり基本 

方針検討会の活動 

令和６（2024）年９月 

対象地区全体でのまちづくりの検討に向けて、まちづくり協議会検討エリアを

含む対象地区において、文京区が事務局となり検討会を設置 

令和６（2024）年９月～令和７（2025）年〇月 

対象地区の今後のまちづくりについての検討会を６回実施 

検討状況をまとめたまちづくりニュースを５回発行 

令和７（2025）年〇月 

これまでの検討内容を取りまとめ、まちづくりの将来像について整理した「湯

島三丁目北東地区まちづくり基本方針」を作成 

令和５（2023）年 12 月 

市街地再開発事業等によるまちづくりの検討のため、任意の市街地再開発準備

組合を設立 
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２．地区の現況 

２－１ まちを取り巻く社会潮流 

近年、地球規模での環境の変化や人口減少社会、価値観の多様化等、都市を取り巻く状況

は大きく変化しており、持続可能なまちづくりを進める上では、これらの変化を踏まえた検

討が求められる。 

 

 

地球温暖化の進行に伴う気候変動や生物多様性の低下等、環境問題の深刻化により、国際

的に環境への意識が高まっている。 

カーボンニュートラルに向けた脱炭素化の強化や、ＳＤＧｓに向けた都市整備分野への取

組の推進等、環境に配慮した持続可能な社会の形成が求められている。 

文京区においては、2050 年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシテ

ィ」を目指すことを表明し、環境負荷の少ない建築物の普及や、再生可能エネルギーの活用

等を推進している。 

 

 

 

新型コロナ危機によりテレワークが急速に進展し、人々の生活様式が大きく変化・多様化

する中、プライベートを重視する傾向が進み、生活の質の向上に対するニーズや居住地の都

市環境の重要性が高まっている。 

都市の理念が効率性から人間性・充足性へと変化する中で、人間中心の社会を形成し、ウ

ェルビーイング（Well-Being）を実感できるまちづくりが求められている。 

文京区においては、人や事業者に選ばれる都市を目指して、都市機能の集積やバリアフリ

ーに配慮した人間中心の歩きやすい空間の整備、交流創出に向けた公共的空間の整備・活用

等を推進している。 

 

 

 

世界的な気候変動による自然災害の頻発化・激甚化や、首都直下地震に対する危機感の高

まり等、大規模自然災害の発生リスクの増大が懸念されている。 

災害への備えと被災後の復興の備えにより、地域社会が災害にあっても致命的な被害を負

わない「強さ」と、適切かつ速やかに回復する「しなやかさ」を備えた都市の強靭化が求め

られている。 

文京区においては、防災・減災対策やライフライン機能の確保等による「災害があっても

都市活動が継続できる自立した都市づくり」と、事前にまちづくりの手法や優先順位を検討

しておく「被災後もしなやかに回復できる事前都市復興」の両面から、大規模災害への対応

を推進している。  

環境に配慮した持続可能な社会の形成 

人間中心のまちづくりの推進 

頻発化・激甚化する自然災害への対応 
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２－２ 近年のまちの現況 

対象地区を取り巻く近年のまちの現況について、次の項目ごとに整理する。 

 

 

 

なお、データの出典元ごとに「対象地区」や「湯島三丁目（町丁目単位）」等、集計単位は

異なる。 

（１）人口 

①人口の推移 

文京区、湯島三丁目、対象地区ともに過去 10 年間において人口は概ね増加を続けており、

文京区全体の将来推計値は、令和７（2025）年度以降も増加傾向にあると予測されている。 

対象地区内の人口は、湯島三丁目全体のうちの約３％、140 人前後となっている。 

■文京区全体 

・令和７（2025）年以降は老年人口割合（65 歳以上）が増加し、高齢化が進んでいくことが

予測されている。 

■湯島三丁目 

・平成 27（2015）年から令和２（2020）年にかけての人口増加率は、文京区全体や対象地区

よりも高い。 

・湯島全地区への転入理由として、交通の便や買い物等の日常の生活環境、治安・防災面等

を示す「生活・環境的理由（42.6％）」が最も多くなっており、文京区内（全19町目）の中

でも４番目に高い値となっている。 

■対象地区 

・対象地区内における近年の人口は、140 人前後で推移している。 

・対象地区内の人口は、湯島三丁目内の人口の約３％となっている。 

  

27.7

26 5

10.9

10.9

42.6

38.8

13.9

13.6

5

5.7

湯島

全体
(n=1453)

職業的理由 教育・文化的理由 結婚・同居等

生活・環境的理由 住宅事情 その他

出典：第 10 回文京区住環境等 

移動理由別人口調査 
（令和３年９月～令和４年８月） 

【転入理由】 

(2010 年)  (2015 年)  (2020 年)  (2025 年)  (2030 年)  (2035 年) 

9.8% 10.7% 11.7% 11.6% 11.6% 11.4%

69.7% 66.6% 63.7% 70.3% 70.0% 69.1%

18.5% 19.1% 17.5%
18.1% 18.5% 19.5%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成22年平成27年令和２年令和７年令和12年令和17年
0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）
実績値 推計値 

出典：[実績値] 国勢調査 

[推計値] 東京都の人口予測（令和６年３月 27 日時点） 

【文京区の人口推計】 

（１） 

人口 

（２） 

土地・ 
建物等 

（３） 

都市計画 

（４） 

道路・ 
交通 

（５） 

環境 

（６） 

景観 

（７） 

観光、 

 

（８） 

防災 

3,325 3,221 
4,445 

206,626 219,724 
240,069 

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成22年 平成27年 令和２年

湯島三丁目 文京区

161 141 149 

0 

40 

80 

120 

160 

200 

対象地区

出典：国勢調査 

【人口推移】 

(2010 年)      (2015 年)      (2020 年) 

（人） （人） 
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②年齢別人口・世帯構成 

文京区全体と比較して、湯島三丁目は 20 代、30 代の割合が高く、単身世帯が多い地域とな

っており、高齢化の傾向は見られない。 

■文京区全体 

・年齢別人口の割合は 40 代が最も高い。 

・世帯構成は２人以上が約 42.2％、単身世帯が約 57.9％となっている。 

■湯島三丁目 

・年齢別人口の割合は 30 代が最も高く、文京区全体と比較すると 20 代、30 代の割合が高く

なっている。 

・世帯構成は２人以上が約 28.2％、単身世帯が約 71.8％となっている。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

③昼夜間人口 

湯島三丁目の昼夜間人口比率は、文京区全体と比較して約1.4倍であり、常住人口に対して

通勤・通学者が多い。 

■文京区全体 

・昼夜間人口比率は 147 となっており、昼間人口が夜間人口を上回っている。 

■湯島三丁目 

・昼夜間人口比率は 207 となっており、昼間人口が夜間人口を上回っている。 

  

 
昼間人口 

（通勤・通学者人口） 

夜間人口 
（常住人口） 

昼夜間人口比率 

湯島三丁目 9,198 4,445 207 

文京区 353,648 240,069 147 

※昼夜間人口比率：夜間人口（常住人口）を 100 としたときの昼間人口（通勤・通学者人口）の割合 

※昼間人口（通勤・通学者人口）には、夜間の通勤・通学者も含む 
出典：令和２年国勢調査 

【昼夜間人口】 

6.7
3.1

18.6

24.5

16.1

11.3

7 6.9
5.8

9

7.2

13.4
16

16.9

13.5

9 8.5
6.4

0

5

10

15

20

25

30

10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上

湯島三丁目 文京区

(%)
【年齢別人口】 

出典：令和３年住民基本台帳 
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【世帯構成】 
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（２）土地・建物等 

①土地利用 

対象地区は、文京区全体や湯島三丁目全体と比較して、宿泊・遊興施設、住商併用建物が

多く立地している。平成 28（2016）年から令和３（2021）年にかけて、宿泊・遊興施設の土

地利用面積が増加しており、対象地区全域は文京区内で唯一客引き行為等防止特定地区に指

定されている。 

また、対象地区内には公園、運動場等のオープンスペースは位置していない。 

■文京区全体 

・平成 28（2016）年から令和３（2021）年にかけて、大きな土地利用の変化は見られない。 

■湯島三丁目 

・平成28（2016）年から令和３（2021）年にかけて、集合住宅の割合が3.5％増加している。 

■対象地区 

・平成28（2016）年から令和３（2021）年にかけて、宿泊・遊興施設が1.1％増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【土地利用現況】 

出典：令和３年土地利用現況調査 

出典：土地利用現況調査 

その他
51.7%
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その他
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57.0%
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46.3%

その他
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7.9%

住商併用建物
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教育文化施設
16.1%

教育文化施
16.1%

住商併用建物
15.9%

宿泊・遊興施設
16.2%

集合住宅
14.5%

事務所建築物
16.9% 集合住宅

17.2%
集合住宅

17.8%

事務所建築物
17.3%

事務所建築物
16.2%

事務所建築物
18.5%
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18.0%

独立住宅
20.3%

独立住宅
19.7%

0.0%

20.0%
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※道路・鉄道を除く 

(2016 年)       (2021 年)        (2016 年)         (2021 年)        (2016 年)         (2021 年) 
 

【土地利用現況面積比（面積の大きい上位３項目※）】 
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②建物構造・階層等 

対象地区全体では、耐火構造の中層・高層建物が多くなっているが、地区の内部には木構

造の建物が点在している。 

■対象地区 

・建物の多くが災害時にも一定の耐火性能を備えた耐火構造物となっているが、地区の内部

には木構造の建物が点在している。 

・春日通り沿いには６階以上の高層建物が並んでいるが、その後背地には低層・中層の建物

が多く立地している。 

・春日通りの南北で比較すると、北側エリアの春日通り沿いでは敷地の細分化が見られ、低

層・中層の建物が多く立地している。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③建物築年数 

湯島三丁目は、昭和56（1981）年５月31日以前に建

てられた旧耐震基準の建物が全体の 35.8％を占めてお

り、全国平均 24.6％*、東京都 23区平均 19.7％*と比較

して高い割合となっている。（*総務省 平成 30 年住

宅・土地統計調査より） 

■湯島三丁目 

・湯島三丁目内の建物の 64.2％が新耐震基準によるも

の、35.8％が旧耐震基準によるものとなっている。 

 

  

【建物構造】 

出典：令和３年土地利用現況調査 

【建物階層】 

出典：令和３年土地利用現況調査 

【建物築年数状況】 

出典：建築確認申請台帳（令和３年 10 月時点） 

新耐震基準, 

64.2%

旧耐震基準, 

35.8%

※旧耐震基準は昭和 56(1981)年５月

31 日までの建築確認において適用

されていた基準を指す 

※新耐震基準は昭和 56(1981)年６月

１日から適応されている基準を指す 
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高い交通利便性とにぎわいで多くの人を迎え、 

文化人、文化資源と共にあり、多様な文化を生み出してきた 湯島の歴史 

 

・本郷～湯島に武家屋敷、上野に寛永寺を中心とした寺院が集積
し、対象地区周辺は武家文化と寺院文化の結節点となる。 

・江戸中期には、花街としての歴史が始まる。 

江戸期 

 
・外国人官舎や東京大学の設立によって、当時の先端文明に触れた文
化人たちに湯島花街の需要が広がり、文化的なイメージに変化して
いく。 

明治期 

 

・江戸～明治期の歴史が反映され、戦後復興により湯島天満宮周辺は依然
として花街が広がるが、昭和 50 年代には花街を支える営業者が少なくな
り終焉を迎える。 

・近代のホテルや飲食･オフィス街として発達するが、上野の下町文化も流
れてきて、混然とした商業地になる。 

戦後 

 ・地下鉄やＪＲ線の駅に近接し、高い交通利便性を有し、文化資源とにぎわいに
あふれ、多くの人を引きつける場所となる。 

現在 
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（３）都市計画 

対象地区は、商業地域に指定されており、商業・業務を中心とした土地利用が図られてい

る。 

地区の中心を通る春日通りは、北側に道路幅員を約５ｍ拡幅する予定であり、拡幅後は春

日通り沿道に小規模な敷地が発生する見込みである。 

■対象地区 

・全域が商業地域、防火地域、60ｍ高度地区に指定されている。 

・春日通りは北側へ現況の道路幅員約 22ｍから約 27ｍへ拡幅する予定となっている。 

・対象地区のほぼ全域が、震災復興に伴う土地区画整理事業施行済みとなっている。 

■台東区（対象地区隣接地） 

・対象地区東側で「御徒町駅周辺地区 地区計画」が定められており、「活気の溢れる、複合的

で効率的な小売・卸売商業・業務地区の形成を目指すとともに、歩行者の安全に配慮した、

快適で魅力のある街並みの形成」を目標に掲げている。 

 

  
【都市計画情報図】 

出典：文京区都市計画図検索システム（令和５年４月 28 日時点） 

対象地区 
湯島三丁目 

御徒町駅周辺地区 

地区計画 

【防火地域、高度地区等の指定状況】 

凡例 

出典：東京都都市計画地理情報システム（令和３年４月） 
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（４）道路・交通 

①道路網 

対象地区は、春日通り、仲町通り、学問

のみち等の幅員が広い道路に囲まれてい

る。 

一方で、春日通りの後背地には、幅員４

ｍ未満の道路が多く通っている。 

■対象地区 

・春日通りは北側へ現況の道路幅員約 22ｍ

から約 27ｍへ拡幅する予定となってい

る。（再掲） 

 

②公共交通ネットワーク 

対象地区は、バスや鉄道等の複数路線が利用圏内となっており交通利便性が高く、地区内

には湯島駅（千代田線）の出入口が位置しているが、交通の“玄関口”“顔”となるような駅

前広場やバスバース等は整備されていない。 

■対象地区 

・湯島駅、上野広小路駅、上野御徒町駅、御徒町駅、上野駅等、複数の鉄道駅から徒歩圏内

に存在する。 

・都営バス４路線、コミュニティバス１路線、地下鉄駅２路線が地区内・縁辺部に通ってい

る。 

・地区内に位置する湯島駅（千代田線）と台東区に位置する上野広小路駅（大江戸線）は近

接しているが、地下道等での接続は無い。 

・湯島駅出入口はエレベーターが１か所整備されているが、その他の出入口は階段のみとな

っており、駅前広場やバスバース、タクシー乗降場は整備されていない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【幅員別道路現況図】 

出典：文京区道路台帳 

【交通ネットワーク図】 

出典：文京区都市計画検索システム、コミュニティバスＢーぐるマップ 2025 年４月版 

エレベーター
の位置 

エレベーター
の位置 
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③歩行者ネットワーク 

湯島駅と上野広小路駅方面をつなぐ主要な道路として、春日通り、仲町通り、学問のみち

等の幅員が広い通りでは歩行者空間が確保されているが、春日通りの一部には、歩道上の設

置物等により歩行者等の通行に十分な空間が確保できていない箇所がある。 

地区内部は幅員が狭い道路が南北・東西方向に通っているが、地区内外をつなぐネットワ

ークの機能は弱い。 

■対象地区 

・春日通りは北側、南側ともに歩道が整備されているが、歩道上に電柱・街路樹・バス停・

ポスト・駐輪自転車等が置かれている部分では十分な歩行空間を確保できていない箇所が

あり、歩行者やベビーカー、車いすとのすれ違いが困難である。 

・仲町通りは車道と路側帯が舗装色で区別されており、視覚的に歩行者動線を意識させる道

路構成となっている。 

・地区内部の幅員４ｍ未満の道路においては、南北・東西方向に直線的に通り抜けられる道

は少なく、また、歩行者空間も確保できていない。 

 

 

 

 

 

④駐車・駐輪場等 

対象地区内には小規模の時間貸し駐車場が複数立地し、周辺は幅員４ｍ未満の道路に囲ま

れている。地区内のシェアサイクルポートは１か所だが、周辺には複数のポートが設置され

ている。 

■湯島三丁目 

・定期駐輪場は北側に１か所設置されている。 

・湯島三丁目内外に複数のシェアサイクルポートが設置されている。 

■対象地区 

・地区内部に小規模の駐車場（主に時間貸し）が複数立地している。 

・地区内のシェアサイクルポートの設置は１か所となっている。 

・春日通りは自転車ナビマーク表示により、自転車の走行位置・進行方向が示されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：ゼンリン住宅地図、シェアサイクル各社ＨＰ、文京ＨＰ 

【駐車場、駐輪場等】 

時間貸し駐車場 

自転車ナビマーク（春日通り） 

春日通り 仲町通り 学問のみち 地区内の通り 
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（５）環境 

①緑被率等 

湯島三丁目は、緑被率（樹木被覆地と草地の面積が敷地に占める割合）・緑化余地率（草地、

裸地が敷地に占める割合）ともに文京区全体・湯島区域（湯島一丁目～四丁目）と比較する

と割合が低く、まちなかのみどりは少なく、緑化の余地もほとんど見られない状況となって

いる。 

春日通り沿いは道路沿道に街路樹が整備されているが、その他の道路には植栽がほとんど

見られず、通りを歩いて目に入るみどりは少ない。 

■文京区全体 

・文京区全体の緑被率は 19.1％となっており、樹木本数は増加傾向にある。 

■湯島三丁目 

・湯島三丁目の緑被率は 5.9％であり、湯島区域や文京区全体と比較して低い割合となってい

る。 

・緑化余地率も同様に、湯島区域や文京区全体と比較して低い割合となっている。 

■対象地区 

・春日通り沿いには街路樹が植えられているが、その他の地区内の道路沿いには植栽帯等が

ほとんど見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

②公園・緑地等 

対象地区内に公園・緑地等は無く、地域

の憩い・交流の場や災害時の避難場所等と

して活用できる身近なオープンスペースが

不足している。 

■対象地区・対象地区周辺 

・対象地区内には公園・運動場等のオープ

ンスペースは無い。 

・湯島三丁目児童遊園（文京区）、黒門児

童遊園（台東区）の誘致圏 150ｍに一部

かかっている。 

・湯島天満宮や上野恩賜公園、旧岩崎邸庭

園等まとまったみどりを持つ地域資源が

近隣には複数立地している。 

  

上野恩賜公園 

旧岩崎邸庭園 

湯島天満宮 
黒門児童遊園 

出典：国土地理院ウェブサイト（2019 年空中写真） 

※誘致距離は文京区緑地実態調査に基づいて作成 

湯島三丁目児童遊園 

出典：第９次文京区緑地実態調査 

1,638 1,660
2,365

3,322 3,800

5,656
6,514

7,253 7,245

0

2,000

4,000

6,000

8,000

昭和49年 昭和54年 昭和59年 平成元年 平成 7年 平成16年 平成24年 平成30年 令和５年

（本） 【文京区の樹木本数の経年変化】 【緑化余地率と緑被率】 

 
緑被率 

緑化 
余地率 

湯島三丁目 5.9％ 0.04％ 

湯島区域 
（湯島一丁目～四丁目） 

13.2％ 0.16％ 

文京区 19.1％ 0.44％ 
 ※緑化余地率とは、草地、裸地の合計面積を緑化余地

とし、敷地に占める割合を指す。 

出典：第９次文京区緑地実態調査 

【公園・緑地位置】 
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（６）景観 

春日通りや仲町通り、学問のみち、地区内部の通りには、飲食店をはじめとした多くの商

業店舗が低層階に入っており、建物の外観や広告サイン等には多様な形態・色彩が用いられ

ている。「にぎやかさ」や「下町情緒」を感じさせるまち並み・景観が形成されている。 

■対象地区 

・仲町通りや学問のみちでは、交差点部や歩道等においてブロック舗装が施されており、ア

スファルト舗装の道路と比べ、落ち着いた通りの印象となっている。 

・春日通り沿いにはチェーン店等の店舗が多く並んでおり、大型の広告サインが目立つ。 

・低層階に並ぶ飲食店等の店舗では、通り側に突き出た袖看板や道路上の置き看板、夜間の

看板照明等が目立つ。 

・テナントビルを中心とした地区内の建物には、夜間営業を主とした多様な店舗が入ってお

り、独自の味わい深い雰囲気を持っている。 

・道路上等にゴミやたばこの吸い殻等が散乱している場所があり、景観の阻害要因となって

いる。 

  

ゴミ等による景観の阻害 学問のみち 仲町通り 春日通り 

「おばけ横丁」と呼ばれた湯島のまち 

＜おばけ横丁＞ 

本地区南側エリアの一角には、かつて「おばけ横丁」と呼ばれた、江戸文化の面影と令和
の多文化が共存する個性豊かな路地空間がある。 

・名前の由来には諸説あり、夜の花街を歩く濃い化粧の芸
者を「おばけ」と呼んだ江戸時代の逸話や、戦後の闇市
の迷宮のような路地に由来する等がある。 

・現代のおばけ横丁には、赤提灯の居酒屋に加え、フィリ
ピンや韓国、インド等、多国籍の店が軒を連ねている。
ローカルな下町情緒とグローバルな文化が共存する、歴
史や風情を感じられるまちと言える。 

今も昔も頑張る受験生を応援「学問のみち」 

文京区と台東区の区界に沿って伸びる「学問のみち」は、学問の神様・
菅原道真公を祀る湯島天満宮から御徒町方面へ約 700ｍ続く道である。湯島
天満宮へ続く「男坂」と呼ばれる 38 段の階段の上からの景色は、歌川広重
の名所江戸百景の「湯しま天神坂上眺望」にも描かれている。 

・学問のみちは、御徒町方面から湯島天満宮につながる学
業成就の象徴的な参道として多くのひとが訪れている。 

・地域の商店会等（白梅商店会等）が連携してイベントを
開催し、学問のみちの周知や地域活性化を進めている。 ＜湯しま天神坂上眺望＞ 

出典：国立国会図書館 
「錦絵でたのしむ江戸の名所」 ＜男坂＞ 
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（７）観光、文化・教育 

①観光 

新型コロナウイルス感染症拡大以降、旅行者数が激減したが、近年では訪都旅行者数は増

加傾向にあり、隣接する上野は外国人観光客の来訪が国内でも上位となっている。対象地区

は各地からのアクセスが良好であるとともに、文京区内や対象地区徒歩圏内には観光に適し

た施設が多く、高いポテンシャルを有している。 

■文京区全体・対象地区周辺 

・交通利便性が高く、国内外各地からのアクセスが容易である。 

・文京区内には六義園や東京ドームをはじめとした観光施設が集積しており、本地区徒歩圏

内には、湯島天満宮や上野恩賜公園、旧岩崎邸庭園等が立地している。 

・御徒町駅周辺には百貨店等の商業施設が集積し、日中もにぎわっているが、本地区へのに

ぎわいの取り込みにはつながっていない。一方で、上野から仲町通り周辺にかけては夜間

営業を主とした飲食店が連なっており、夜のにぎわいが連続している。 

・令和２年度に文京区観光協会が実施した「文京区マーケティング実態調査」によると、東

京を訪れる外国人の文京区非来訪理由は、「知らなかった」が最も多い。 

・文京区内の観光情報を発信する施設として、文京シビックセンター（文京区春日）内に観

光インフォメーションを設置しているが、本地区内においては、訪れた観光客を支援する

観光支援機能は有していない。 

 

  
【外国人観光客が訪問した場所】

(n=12,020) 

訪問地域 （％） 

渋谷 67.1 

新宿・大久保 57.4 

銀座 50.1 

浅草 47.4 

秋葉原 46.2 

45.2 

上野 37.2 

原宿・表参道・青山 35.4 

池袋 24.1 

六本木・赤坂 21.2 

お台場・東京湾 16.7 

出典：令和５年国・地域別外国人 
旅行者行動特性調査 

536,496 543,164 

337,054 

542,670 

474,658 
14,243 

15,176 

2,523 
3,313 

19,538 

1,000

6,000

11,000

16,000

21,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

H30 R1 R2 R4 R5
訪都国内旅行者 訪都外国人旅行者

※R3.10～12 月の速報値は、訪都国内旅行者 118,461 千人、訪都外国人旅行
者 127 千人（R3.1～9 月はデータなし） 

(千人) (千人) 

出典： 東京都観光客数等実態調査 

【訪都旅行客数の推移】 
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②文化・教育 

対象地区周辺には複数の文化・教育施設が集積しており、文化施設の歴史的価値と教育施

設がもたらすイノベーションとが共存する環境が形成されている。 

■対象地区周辺 

・湯島天満宮は学問の神様・菅原道真公を祀る神社で、境内には都指定文化財の銅製鳥居や

区指定文化財の奇縁氷人石があり、技術や信仰の歴史を今に伝えている。 

・文京区と台東区にかかる旧岩崎邸庭園には、国の重要文化財に指定された明治期の邸宅が

あり、西洋建築の歴史と文化を今に伝えている。 

・周辺の教育施設としては、日本薬科大学お茶の水キャンパスや東京大学本郷地区キャンパ

ス、台東区立黒門小学校等が立地している。  

出典：文京区施設一覧、台東区施設一覧 

【周辺施設等状況図】 

旧岩崎邸庭園 

上野恩賜公園 

湯島天満宮 

湯島三丁目児童遊園 

日本薬科大学お茶の水キャンパス 

妻恋神社 

黒門小学校 

東京大学 

本郷地区 

キャンパス 

黒門児童遊園 箭弓稲荷神社 

湯島駅 

末広町駅 

御徒町駅 

上野駅 

京成上野駅 

仲御徒町駅 

上野広小路駅 

上野御徒町駅 
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（８）防災 

①地域危険度 

地震による建物倒壊・火災・活動困難度

等の総合的な危険性を示す町丁目別の指標

において、湯島三丁目はランク１となって

おり、周辺と比較すると危険性は低い。一

方で、地区内は建物の密集や幅員が狭い道

路等が多く見られる。 

■湯島三丁目 

・隣接する上野一丁目、上野二丁目は総合

危険度ランク２となっているが、湯島三

丁目はランク１となっている。 

   

 

 

②水害・洪水ハザードマップ 

対象地区内において、浸水・洪水氾濫に

よる大規模な被害は想定されていない。 

■対象地区 

・地区の南側（台東区側）には神田川の外

水氾濫が予想されているが、春日通りの

一部に 0.1～0.5ｍの浸水が想定されてい

るものの、ほぼ全域において浸水の被害

は想定されていない。 

・荒川外水氾濫として、南側エリアのほぼ

全域と北側エリアの半分に 0.5ｍ未満の

浸水が想定されている。 

 

③避難所等 

対象地区内に避難所や帰宅困難者一時滞

在施設等の機能はなく、指定の避難所及び 

一時滞在施設までは約 300ｍの距離がある。 

■対象地区 

・本地区の指定の避難所は湯島小学校とな

っている。 

・帰宅困難者一時滞在施設としては、対象

区域から直線距離で約 300～600ｍの位置

に「財務省関東財務局東京財務事務所」、

「朝日信用金庫 湯島支店」がある。  

※地域危険度とは、一定規模の地震が一様に発生したと仮定

し、危険量の大きい町丁目から順位づけを行い、ランクを

割り当てているものである。 

出典：第９回地震に関する地域危険度測定調査（令和４年９月） 

【総合危険度ランク】 

対象地区 

【文京区水害ハザードマップ】 

出典：文京区水害ハザードマップ（令和６年３月） 

対象地区 

 
対象地区 

財務省関東財務局 
東京財務事務所 

朝日信用金庫 湯島支店 

【文京区防災地図】 

出典：文京区防災地図（令和７年４月） 

凡例 

行政界 

交番 

救急病院 

避難所（区立小・中学校等） 

福祉避難所 

帰宅困難者一時滞在施設 

帰宅支援対象道路 

防災協力井戸 

防災行政無線屋外スピーカー 

公園・児童遊園 

避難所区域 

他区避難所 

他区緊急避難場所 

【文京区洪水ハザードマップ（荒川外水氾濫区域図）】 

出典：文京区洪水ハザードマップ（令和６年３月） 

対象地区 
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２－３ 地区の位置づけ 

東京都、文京区等の上位・関連計画における対象地区の位置づけや配慮すべき事項等につ

いて整理する。 

計画等 策定年月 策定 

① 都市づくりのグランドデザイン 平成 29 年９月 東京都 

② 東京都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 令和３年３月 東京都 

③ 東京都景観計画 平成 30 年８月 東京都 

④ 新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針 令和７年３月 東京都 

⑤ 東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画） 平成 28 年３月 東京都 

⑥ 文京区都市マスタープラン 2024 令和６年９月 文京区 

⑦ 第三次「文の京」住宅マスタープラン 令和７年３月 文京区 

⑧ 文京区バリアフリー基本構想 平成 28 年３月 文京区 

⑨ 文京区みどりの基本計画 令和２年３月 文京区 

⑩ 文京区環境基本計画 平成 29 年３月 文京区 

⑪ 文京区景観計画 平成 25 年 10 月 文京区 

⑫ 文京区地域防災計画 令和６年９月 文京区 

⑬ 上野地区まちづくりビジョン 令和２年３月 台東区 

 

①都市づくりのグランドデザイン（平成 29 年９月 東京都） 

《都市づくりの目標》 「活力とゆとりのある高度成熟都市」 ～東京の未来を創ろう～ 

《都市づくりの戦略》 

１ 持続的な成長を生み、活力にあふれる拠点を形成 

２ 人・モノ・情報の自由自在な交流を実現 

３ 災害リスクと環境問題に立ち向かう都市の構築 

４ あらゆる人々の暮らしの場の提供 

５ 利便性の高い生活の実現と多様なコミュニティの創出 

６ 四季折々の美しい緑と水を編み込んだ都市の構築 

７ 芸術・文化・スポーツによる新たな魅力を創出 

《中枢広域拠点域》 

国際的なビジネス・交流機能や業務・商業などの複

合機能を有する中核的な拠点が形成され、グローバル

な交流によって新たな価値を生み続けている。 

また、芸術・文化、スポーツなどの多様な特色を有

する拠点が数多く形成されるとともに、歴史的資源や

風情のある街並みが保全・活用され、それぞれが際立

った個性を発揮し、相互に刺激し合うことで、東京の

魅力を相乗的に向上させている。 

《国際ビジネス交流ゾーン》 

世界中から人材、資本、情報が集まるグローバルビ

ジネスの業務統括拠点やアジアのヘッドクォーターな

ど、国際的な中枢業務機能が高度に集積した中核的な

拠点が複数形成され、アジアにおけるビジネス・交流の拠点としての地位を確立している。

加えて、高密な道路・交通ネットワークを生かし、国際的なビジネス・交流機能の強化と、

その持続的な更新が図られている。  

【地域区分】 

文京区 
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②東京都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（令和３年３月 東京都） 

《区域区分の方針》 

本区域の将来におけるおおむねの人口を次のとおり想定する。 

年次 
区分 

2015 年 2030 年 

都市計画区域内人口 9,273 千人 おおむね 9,956 千人 

市街化区域人口 9,273 千人 おおむね 9,956 千人 

《主要用途の配置の方針》 

●住宅地 

・中枢広域拠点域では、外周部などにおいて良好な低層及び低中層の住宅地の環境を保全

しつつ、質の高い中高層住宅地を計画的に誘導する。 

・国際ビジネス交流ゾーンでは、国際競争力の強化に資する居住環境の創出のため、都市

基盤とのバランスにも配慮しながら、土地の有効・高度利用を図るとともに、国際水準

の住宅やサービスアパートメント（ＳＡ）、外国語対応の医療、教育、子育て施設などの

整備を誘導する。 

●業務・商業地 

・業務・商業地については、交通利便性の高いターミナル駅周辺や地下鉄ネットワークの

結節点など、中核的な拠点や活力とにぎわいの拠点、地域の拠点に誘導するとともに、

その他の駅周辺や商店街、大規模な団地等の生活の中心地、業務・商業機能を集積すべ

き幹線道路沿道などにも積極的に誘導する。 

《中核的な拠点などの形成・育成の方針》 

●中核的な拠点 

・「中核的な拠点」では、首都機能など東京圏及び日本の中心的な役割を担うとともに、国

際ビジネスや成熟社会にふさわしい都市文化などを支えていくため、高次の中枢管理機

能のほか、国際ビジネス、業務、商業、芸術・文化、観光、居住などの地域特性に応じ

た多様な機能の集積を図る。 

《将来像：中枢広域拠点域（上野）》 

●交通結節機能の強化や歩行者空間の整備が進み、商業、業務、公共・公益施設などが高度

に集積するとともに、文化・観光施設との連携により、国内外から多くの人が集まり、交

流が生まれる中核的な拠点を形成。 

●駅周辺では、ユニバーサルデザインやおもてなしの視点に立った歩行者優先の空間整備が

進み交通結節機能の強化や乗換利便性の向上により、来街者に優しいにぎわいのあるまち

を形成。 

●上野が誇る多様かつ高度な文化・芸術関連施設や多様で特色のある文化・歴史資源などの

地域資源を生かした機能集積や景観形成が図られ、国際競争力を有する文化・芸術の創造

発信拠点を形成。 

●上野恩賜公園と周辺エリアをつなぐわかりやすい歩行者空間を整備し、人中心の空間活用

と歩行者ネットワークの強化により回遊性を向上。  

●街区単位の更新により防災性の向上を図り、地域の歴史や魅力を生かした、新しいにぎわ

いのある都市空間を形成。  
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③東京都景観計画（平成 30 年８月 東京都） 

《基本理念》 

１ 都民、事業者等との連携による首都にふ

さわしい景観の形成 

２ 交流の活発化・新たな産業の創出による

東京のさらなる発展 

３ 歴史・文化の継承と新たな魅力の創出に

よる東京の価値の向上 

《東京都への届出制度による景観形成》 

旧岩崎邸庭園の周辺は、庭園内からの眺望が保全されるよう、庭園周辺で計画される建築

物等の色彩等を適切に誘導することとしており、対象地区は「大規模建築物等の建築等に係

る誘導区域」に定められている。 

 

④新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針（令和７年３月 東京都） 

《都市開発諸制度》 

「再開発等促進区を定める地区計画」「高度利用地区」「特定街

区」「総合設計」の４制度のこと。 

《都市開発諸制度の戦略的活用：中核的な拠点周辺地区》 

地域性を考慮し、計画的複合市街地の形成などにおいて都市開

発諸制度を活用し、適切な育成用途の促進を図ることにより、地

域の特性を十分に生かした整備を進める。 

育成用途の導入を条件とするとともに、割増容積について一定

量の業務施設の整備を認めることとする。 

《都市開発諸制度の活用による住宅整備：中核的な拠点周辺地区》 

●適用型：一般型／住宅供給促進型／宿泊施設優遇型／ 

高経年マンション建替型 

質の高い住宅の供給や通常の計画では実現できない質の高い空間形成や地域への貢献を果

たすことにより、地域の居住環境をより一層向上させていく。 

《環境都市づくり》 

カーボンマイナス及び緑化に関する関係法令等による基準を満たすだけではなく、より水

準と質の高い取組を行うこととし、これにより最先端の環境都市の実現を目指す。 

《防災都市づくり》 

都市の自立性を確保し、高度な防災都市の実現を目指す。 

《福祉の都市づくり》 

福祉施設や健康・医療施設の整備促進を積極的に図る。 

《駅とまちが一体となる都市づくり》 

地域特性に応じた駅周辺の整備の方向性を示し、その実現に向けた取組を誘導することが

望ましい。 

《育成用途として導入すべき住宅：中核的な拠点周辺地区》 

サービスアパートメントや高齢者向け住宅など質の高い住宅等を育成用途に加えることに

より、業務・商業や交流など様々な機能と住宅とが融合した活力のある市街地の計画的整備

を進めていく。  

【旧岩崎邸庭園の景観保全に係る景観誘導区域】 

旧岩崎邸庭園 

【拠点地区位置図】 

対象地区 

凡例 

行政界 

景観形成特別地区 

大規模建築物等の建築

等に係る景観誘導区域 

対象地区 
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⑤東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）（平成 28 年３月 東京都）  

《道路整備の三つの基本理念》 

１ 東京の目指す都市づくりに資する道路整備 

２ 都民のニーズに対応した利用者・生活者の視点からの道路整備 

３ 選択と集中による重点的かつ効率的な道路整備 

《道路整備の四つの基本目標》 

１ 「活  力」 ～都市活力の強化～ 

２ 「防  災」 ～都市防災の強化～ 

３ 「暮らし」 ～安全で快適な都市空間の創出～ 

４ 「環  境」 ～都市環境の向上～ 

《優先整備路線》 

道路整備の四つの基本目標を踏まえ、東京が目指すべき将来像の実現や東京が抱える道路

整備の課題解決に向け、重要性・緊急性を考慮し、都と区市町との適切な役割分担の下、今

後 10 年間（平成 28 年度から平成 37 年度まで）で優先的に整備すべき路線（優先整備路線）

を選定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《整備効果》 

骨格幹線道路の完成率が現在の 69％から 88％に向上します。 

区部及び多摩地域ともに、残る骨格幹線道路の重点的な整備を進め、東京の更なる発展

に向けて、都市計画道路の骨格が形成されます。 

合わせて、補助幹線道路も整備され、骨格幹線道路と相まって、交通機能や防災機能など、

様々な効果を発揮していきます。 

  

【優先整備路線】 
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⑥文京区都市マスタープラン 2024（令和６年９月 文京区）  

《まちづくりの目標》 ～協働で次世代に引き継ぐ～ 安全で快適な魅力あふれるまちづくり 

《将来の姿》 １ 文京区の魅力の要素や特徴が生かされたまち 

   ２ 安心して暮らせる安全なまち 

   ３ 快適で活力のある持続可能なまち 

   ４ 区民等と区が協働する心が通う豊かなまち 

《継承すべき魅力》 ①交通利便性 ②閑静な住宅地 ③緑と川 ④坂 ⑤まち並み  

⑥歴史・文化 ⑦大学の集積・教育環境 ⑧医療機関  

⑨スポーツ・レクリエーション施設 ⑩イベント・セミナー施設 

《新たな魅力の創造》 

文京区は、既に都心部を中心に業務機能、研究開発拠点、教育機関が多く集積しており、

イノベーションを起こすポテンシャルがあると言える。そのため、それら機能をつなぎイノ

ベーション創出につながる環境整備やネットワーク化を図るまちづくりが重要。 

《将来都市構造》 

●都市拠点：土地の高度利用・有効利用による、商業・業務機能や地域特性に応じた都市機

能の集積、にぎわいや交流を生む空間の創出、駅とまちとのつながりを高める

施設の整備を誘導します。 

●都市軸：最寄りの住民等の生活利便機能や、道路と一体となった骨格的な景観・防災機能

を形成します。また、駅周辺を中心として、土地の高度利用・有効利用を図り、

都市拠点に準じた都市機能の集積と交流空間の創出等を誘導します。 

《「都心地域」の将来の姿》 豊かな緑と都市機能が集積し、にぎわいと活力と交流のある、 

中層から高層の複合市街地を基本としたまち 

《「湯島駅周辺」のまちづくり》 

●湯島駅周辺は、隣接する台東区の上野・浅草地区も含めた地域特性を踏まえつつ、地下鉄

やバスを相互に連絡する歩行空間の整備を進めるとともに、春日通りを整備する東京都と

連携しながら、ＪＲ上野駅や御徒町駅周辺と連続した安全で快適に歩けるにぎわい空間を

形成します。 

●湯島三丁目では、地区のにぎわいの向上を図り、課題を改善する魅力的で安全安心なまち

づくりを行うため、市街地再開発事

業等の検討を行う地元協議会の活動

を支援するなど、まちづくりの検討

を推進します。 

●湯島天満宮周辺は、江戸時代から継

承されてきた門前町の町割りを大切

にし、まちのイメージの連続性を創

出します。 

●湯島天満宮から御徒町に至る道は、

『学問のみち』として特色ある道路

環境整備に努めます。 

●宿泊、観光支援機能等の誘導も含め

た、オフィスの集積と低層階部分へ

の商業機能の誘導、空地の創出や道

路空間の活用による交流の創出を推

進します。  

対象地区 

【都心地域のまちづくり方針図】 
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⑦第三次「文の京」住宅マスタープラン（令和７年３月 文京区）  

《基本理念》 みどり・歴史・文化が織りなす 魅力ある住環境のもと、 

誰もが安心・快適に暮らせる住まいづくり 

《基本方針》 １ あらゆる住宅の質の向上 

       ２ 多様な世帯の安心・快適な暮らしの実現 

       ３ 誰もが暮らしたくなる住環境の形成 

誰もが暮らしたくなる住環境の形成に向けて、「暮らしやすい住宅市街地への誘導」や「み

どり・歴史・文化に育まれた景観・街並みの保全」「まちの防災性・耐震性の向上」等に関す

る取組を推進している。 

 

⑧文京区バリアフリー基本構想（平成 28 年３月 文京区） 

《目標》 点から面へ、みんなの心へ、バリアフリーの輪を広げよう 

《「都心地域」の基本方針》 

●東京２０２０大会の競技会場等として使用されることを想定し、周辺のバリアフリー化を

目指します。 

●駅周辺における利便性・安全性の高いバリアフリー化を目指します。 

●安全かつ快適な歩行空間のバリアフリー化を目指します。 

●自転車利用のルールの徹底など心のバリアフリーを目指します。 

《重点整備地区》 

対象地区を含む「都心地域」を、バリアフリー法に基づく重点整備地区として位置づけて

いる。 

 

⑨文京区みどりの基本計画（令和２年３月 文京区）  

《基本理念》 

人々が手を携え、自然の母体であるみどりを愛し、守り、育みます。 

そして、豊かな歴史・文化とともに未来の子どもたちに伝えます。 

《取組方針》 

１ まちなかのみどりを生み出し育くむ

ことで、みどりあふれるまちなみを

つくりだしていきます。 

２ みんなが利用しやすい拠点となるみ

どりづくりを進めていきます。 

３ 歴史的・文化的なみどりを適切な形

で継承していきます。 

４ 人や生きものの暮らしを支えるみど

りのネットワークの形成を図ります。 

５ 様々な主体の連携の活性化を図りま

す。 

《緑化重点地区》 

都心部に位置する文京区においては、区内のいずれの地区においても更なる緑化によって

緑豊かなまちを形成していくことが求められることから、緑化重点地区を区内全域に定めて

いる。  

【みどりの配置計画図】 

対象地区 
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⑩文京区環境基本計画（平成 29 年３月 文京区）  

《環境共生都市ビジョン》 

ひとがつなげる文の京の誇れる“あした” ～環境共生都市ぶんきょう～ 

《基本目標》 

１ 未来へつなぐ脱炭素のまち～ＣＯ２削減で地球温暖化防止～ 【低炭素】 

２ 資源を有効利用し、ごみの減量に取り組むまち 【資源循環】 

３ 健康で快適に暮らせる安全・安心なまち 【快適・安全】 

４ 自然とともに暮らし、歴史・文化の息吹を大切に受け継ぐまち 

【自然共生・歴史・文化】 

５ みんなが一体となって環境を守り、育てるまち 【連携・基盤づくり】 

基本目標に紐づく施策の方向性として、「省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導

入」「地域の魅力を活かした良好な景観まちづくり」「自然災害等への備え」「緑の保全」

「歴史・文化の保全・継承」等を位置づけ、各種環境施策を推進している。 

 

 

⑪文京区景観計画（平成 25 年 10 月 文京区）  

《景観づくりの目標》 

～協働で取り組む～ 

「坂」と「緑」と「史跡」をつなぎ、文京区らしい魅力溢れる景観づくり 

●「文京区らしさ」を守り、引き継ぎ、創る 

●だれもが快適に暮らせるまちづくりが良好な景観づくりにつながる 

●区民等・建築行為等を行う事業者・区の協働により景観づくりを進めていく 

《景観づくりの基本方針》 

１ 起伏に富んだ地形が誘起する景観の魅力を高める 【地形】 

２ 歴史・文化を物語り、まちの記憶を呼び起こす景観を大切にする 【歴史・文化】 

３ まちのまとまりがつくる景観の個性を尊重する 【まちのまとまり】 

４ 文京区を形づくる骨格の景観の魅力を高める 【骨格】 

５ 拠点の特性を生かし、賑わいのある景観をつくる 【拠点】 

６ 多様な緑を生かし、潤いのある景観をつくる 【緑】 

７ 人々の活動や営みの姿が映える景観づくりを進める 【活動】 

８ 地域に愛着や誇りを持てる環境を整える 

《景観特性基準：幹線道路等基準》 

春日通りと都道452号線は主要幹線道路として位置付けられており、軸としての景観にふさ

わしい秩序ある沿道景観をつくることを景観形成の方向性としている。 
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⑫文京区地域防災計画（令和６年９月 文京区）  

災害対応には、過去の災害からの教訓や新たな被害想定等を踏まえ、区及び防災関係機関、

区民、事業者がそれぞれの持てる能力を発揮し、「自助」、「共助」、「公助」による災害対応力

を高め、連携していくことが求められる。 

以下の項目について、特に重点的に取り組む課題とし、分野横断的な基本認識の下、今後

の防災対策の充実強化を図る。 

《重点的に取り組む課題》 

１. 在宅避難の推進                ２. 中高層建築物の防災対策 

３. 自助・共助の意識の醸成            ４. 要配慮者や女性等への対応 

５. 避難所環境の改善・充実            ６. 帰宅困難者対策 

７. ＩＣＴ技術等を活用した災害対応業務の最適化 

 

 

⑬上野地区まちづくりビジョン（令和２年３月 台東区）  

《上野の将来像》 杜の文化とまちの賑わいが共演する舞台“上野”～世界の粋・東京の粋～ 

《取組みの方向性：まちの取組み》 

学問のみちにおける歩行者ネットワークの充実とおもてなし空間の創出、上野動物公園方

面や湯島天神方面、不忍池方面からの歩行者ネットワークの充実を図る。 

 

 

 

 

  

対象地区 

【取組みの方向性】 

凡例 
：杜の範囲 
：まちの範囲 
：杜まちの取組み範囲（みんなの広小路） 
：歩行者ネットワークの充実（太線：都市軸） 
：歩行者ネットワークをつなげる縦動線 
：国際都市の顔に相応しいおもてなし空間 
：文化・芸術の交流の場 
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２－４ 地域意向 

①湯島三丁目北東地区まちづくり基本方針検討会 

本方針の策定にあたって、地区のまちづくりを地域の方と共に描き・共有し・実現させて

いくことを目的に、「湯島三丁目北東地区まちづくり基本方針検討会（以下、検討会とする）」

を開催した。 

 

 

 

 

 
 

【第１回の開催結果】 

 

 
 
 
  

意見交換要旨 

令和６年９月 

まちの特性と 
課題を知る 

１ 

まちの将来像を 
共有する 

２ 

まちづくり基本 
方針(たたき台) 
を確認する 

３ 

まちづくり基本 
方針(素案) 
を確認する 

４･５ 
まちづくり基本 
方針策定に 

向けた最終確認 

６ 

令和６年 12 月 令和７年６月  令和８年３月 令和７年９月･10 月 

【検討会の開催テーマ】 

日  時：令和６年９月 19 日（木）14：00～16：00 

場  所：湯島地域活動センター 

参加者数：９名 

テ ー マ：まちの特性と課題を知る 
 

実施概要 

２つのグループに分かれ、「まちの特性（良いところ）」「まちの課題」について意見交換を行った。 

 徒歩圏内に鉄道駅・バス停が複数あり、交通の便が良い 

 昼と夜で異なるまちの雰囲気がある、特徴的なまち 

 エリア内の東西をつなぐ「おばけ横丁」は、通りの両側に

店舗ビルが建ち並んでおり、特徴的な道になっている 

 地域固有のお稲荷様や老舗、祭り等の歴史が残って 

いる                              …等 

 細街路が多く建物が密集し、防災面に不

安がある 

 地下鉄等の鉄道の乗り換えが不便 

 上野地区との連携ができれば効果的 

 にぎわいの連続性がない 

 オープンスペースが不足        …等  

まちの特性として挙げられた主な意見 まちの課題として挙げられた主な意見 

【取りまとめＭＡＰ】 
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【第２回の開催結果】 

 

 
 
 
 

 

 

当日提示した「地区全体及び北側エリア・南側エリアのまちづくりの方向性（案）」抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日  時：令和６年 12月 13 日（金）14：00～16：00 

場  所：湯島地域活動センター 

参加者数：７名 

テ ー マ：まちの将来像を共有する  

実施概要 

意見交換要旨 

■まちづくりの方向性に関するご意見 
 北側エリアの将来像について、文京区の位置からしてもこの地区は東側の玄関口になると思うので、交
差して交流してにぎわうとなると、玄関口から通過してしまうイメージがある。将来的には「住んで安心」
や「過ごして楽しい」等がこのエリアの方向性として根付いてほしい。 

 まちづくりの内容自体は良いと思うが、文言だけでは具体的にこの地区で誰がどのような手法で何を
創出するのか分かりにくい。 

■土地・建物利用に関するご意見 
 住民の方が多目的に集うことができる溜まり空間や、多様な世代を想定した無料で使用できる施設等
を整備できると良い。 

 日本橋にある三井タワーのような、広場も併設している商業施設を整備すると、まちの活性化につなが
ると思う。 

 このエリアには現状、住民が多目的に集う溜まり空間が少ないので、再開発時には整備してほしい。 
■道路・交通に関するご意見 
 現状整備されている台東区側の駅間を結ぶ地下道を、湯島駅まで延長すれば回遊性や台東区との連
続性が増すと思う。 

 湯島駅から少し歩けば上野御徒町駅や上野広小路駅があるということを、知らない人が多い。周辺に
駅がたくさんあって交通の便が良いことを、来街者にもしっかりと伝わるようにしたい。 

 湯島駅と上野御徒町駅・上野広小路駅が至近距離にあることが分かるように、地区内の案内板を充実
できると良い。 

■環境・景観・防災に関するご意見 
 治安が悪く、夜に特化したまちになっている現状を踏まえ、「昼のにぎわい」という新しい魅力を創出で
きると良い。再開発を行う際は、特に仲町通り沿いの治安が良くなることを期待する。 

■その他 
 イベント等の実施で来街者を引き込んで創出する「にぎわい」ではなく、住んでいる住民がいて人が行
き交う「日頃からのにぎわい」を創出するべき。 

 町会の機能面を考えると住んでもらう人がいないとまち自体も機能しない。来街者の引き込みだけに
力を入れすぎて、今住んでいる住民のことが二の次にならないようにまちづくりを進めてほしい。 

 
 

「地区全体及び北側エリア・南側エリアのまちづくりの方向性（案）」等をもとに、意見交換を行った。 

滞在性 

来街者の滞在性 …区の方針では、商業系土地利用を目指した来街者
視点が強いが、それだけで良いのか 

住民の滞在性  …住民がいないまちは、町会維持や伝統・祭事の存
続ができず、まちの継続が難しい 

にぎわい 

イベント的なにぎわい …来街のきっかけとしては良いが、にぎわい
維持にはつながりにくい 

日常的なにぎわい …住民が行き交う・買い物をする等、日常的で 
自然なにぎわいが、“まちづくり”につながるのではないか 
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【第３回の開催結果】 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日  時：令和７年６月 18 日（水）14：00～16：00 

場  所：湯島地域活動センター 

参加者数：７名 

テ ー マ：まちづくり基本方針(たたき台)を確認する 
 

実施概要 

 

当日提示した「まちづくり基本方針たたき台」抜粋 

 

意見交換要旨 

これまでの議論を踏まえて作成した「まちづくり基本方針たたき台」をもとに、意見交換を行った。 

■地区全体のまちの将来像に関するご意見 
 「多様なひと」という表現は、方針として意味が曖昧ではないか。 
 「粋なまち」の具体的な説明がないと、まち全体の方向性を共有するのが難しいのではないか。 
 かつては花街として「粋なまち」と呼ばれていたが、現在はその面影はなく、下町のお祭り文化の面で
「粋」であると感じる。 

 地域特性に「住んでいる人は少ないが、人の往来があり、夜は賑わっている」といった表現を加えたら
どうか。 

 住民なくしてまちは成り立たない。有事の際、防災対策の三助のうち、自助すら十分に機能していない
状況をどうにかしたい。 

■北側エリアのまちの将来像に関するご意見 
 他地域と似通った商業的な開発では人も来なくなってしまうため、学校やテーマパーク等を誘致して学
生が集うまちにするべきである。 

 スタートアップ企業の研究ラボ等と連携し、本地区の要素として取り入れられるとよい。 
■南側エリアのまちの将来像に関するご意見 
 南側エリアの裏路地を通り抜ける車を制限することはできないか。 
 南側エリアは再開発等の予定が無く、どのように快適なまちにしていくのかが見えてこないため、具体
の策を書いた方がよい。北側エリア再開発の効果に期待するだけでなく、南側エリアとしてやるべきこ
とを明確にすることも大切だと感じる。 

 南側エリアにおいては、学問のみちのブランド力をさらに高めるべきである。 
 学問のみちに観光看板を設置してほしい。 
■その他 
 前回の検討会で出ていた「住」や「まちの継続（機能維持）」に関する意見が十分に反映されていないよ
うに感じる。 

 本地区は、「勉学のまち」や「老舗のおいしい食があるまち」であると感じている。かつてはお豆腐屋さん
やおでん屋さん等の店が立ち並んでいた。 
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【第４回・第５回の開催結果】 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４回 

日  時：令和７年９月 26 日（金）14：00～16：00 

場  所：湯島地域活動センター 

参加者数：８名  

テ ー マ：まちづくり基本方針(素案)を確認する［１］ 
 

第５回 

日  時：令和７年 10月 24 日（金）14：00～16：00 

場  所：湯島地域活動センター 

参加者数：３名  

テ ー マ：まちづくり基本方針(素案)を確認する［２］ 
 

実施概要 

ご意見を踏まえて更新した「まちづくり基本方針（素案）」を説明し、本地区の方針に策定する内容としてふさ

わしいか、意見交換を行った。また、パネル展示型説明会の開催概要について説明を行った。 

 

■まちづくり基本方針（素案）に関するご意見 
 本方針は、都市マスタープランで示す方向性を踏まえつつ、より限定した地区のまちづくりを示している
ことを、見る人にも理解してもらうことが大事である。 

 本地区には多くの魅力がある。歴史や伝統のような普遍的なものから、時代とともに変化するものまで、
多様な魅力をもとに本地区を語れると良い。 

 エリアマネジメントによるまちづくりの推進について、分かりやすい記載にしてほしい。 
 ５つの基本方針について、具体的にどのような取り組みを想定しているのか、根拠となる材料は用意し
ておくべき。 

 路地裏で子どもたちが遊ぶ風景など、既に失われた魅力も多い。そうしたものを取り戻すことも一つの
考えだと思う。 

 

意見交換要旨 
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【第６回の開催結果】 

 

 
 
 
  

日  時：令和８年３月３日（火）14：00～16：00 

場  所：湯島地域活動センター 

参加者数： 名 

テ ー マ：まちづくり基本方針策定に向けた最終確認 

実施概要 

 
 
 

令和７年度実施予定 

意見交換要旨 
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②湯島三丁目北東地区まちづくりに関するアンケート調査 

本方針の策定にあたって、より良いまちづくりの実現に向けて、地域の方のご意見を反映

することを目的に、対象地区内の土地・建物を所有する権利者を対象に、まちづくりに関す

るアンケートを行った。 

【アンケート実施概要】 

【アンケート分析結果概要】 
■現状のまちづくりに対する満足度、今後のまちづくりにおける重要度の相関図による分析 

満足度と重要度を点数化して偏差値を算定し、縦軸に重要度、横軸に満足度を設定し散布図

グラフとして以下のように示した。  

対象地区：湯島三丁目北東地区（本方針の対象地区と同範囲） 

調査対象：令和６年４月 26 日時点での対象地区内の土地・建物の権利者 

調査方式：郵送調査法による 

調査期間：令和６年 10月１日～令和６年 10月 18 日 

発送数 ：301 通 

回収率 ：24.9％（75通/301 通） 

《 留意事項 》 

・設問の中には、前問に答えた人のみが答える「限定質問」があり、表中の回答数の合計が全

体より少なくなる場合がある。 

・設問には１つのみ答えるもの（シングルアンサー）と複数回答（マルチアンサー）のものが

あり、マルチアンサーの場合は、表記の割合の合計は 100％を超える場合がある。 

・割合は選択肢毎に小数第２位で四捨五入しているため、その割合の合計が 100％とならない

ものがある。 

20

30

40

50

60

70

80

20 30 40 50 60 70 80

重
要
度 

低 

高 

満足度 高 低 

Ａ群 

満足度が低く 

重要度が高い 

評価が低く重点的に改善・見

直しが必要とされる領域で、

左上ほどその傾向が強い 

Ｂ群 

満足度・重要度 

ともに高い 

評価が高く現状を維持しなが

ら、更に効果を高めていくこ

とが必要とされる領域で、右

上ほどその傾向が強い 

Ｃ群 

満足度・重要度 

ともに低い 

評価が低く目的や需要の再確

認・見直しが必要とされる領

域で、右下ほどその傾向が強

い 

Ｄ群 

満足度が高く 

重要度が低い 

評価は高いが目的や需要の再

確認・見直しが必要とされる

領域で、右下ほどその傾向が

強い 

【相関図の見方】 

《 計算方法 》 

・点数化の算出方法 

（「とても低い」の回答者数

×１＋「低い」の回答者数

×２＋「普通」の回答者数

×３＋「高い」の回答者数

×４＋「とても高い」の回

答者数×５）÷（全回答者

－無回答者数） 

 

・偏差値の算出方法 

（各データの点数－各デー

タの点数の平均値）÷各デ

ータの点数の標準偏差×10

＋50 
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北側エリアと南側エリアともに共通して、「商業地の賑わい」「交通利便性の高さ」「地区内外

を結ぶ道路ネットワーク」「湯島天満宮や上野恩賜公園などの歴史・文化資源とまち並みの連続

性」が、満足度が高く、重要度も高い、現状を維持しつつ更に効果を高めていくことが必要と

される取組（Ｂ群）に近い傾向となっており、地域特性を生かしたまちづくりに関する項目が

多くなっている。 

北側エリアは商業系の土地利用が多いことから、南側エリアと比較すると今後のまちづくり

において更なるにぎわいの創出を重要視する傾向が強く出ている。 

一方、南側エリアは住居・事務所等の土地利用が多いことから、今後のまちづくりにおいて

安全・安心な環境の創出を重要視する傾向が強く出ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①商業地の賑わい

②業務地の落着き

③災害への備え

④住民や来街者が
安心して過ごせる環境

①交通の利便性の高さ

②地区内外を結ぶ
道路ネットワーク

③地区内道路の十分な幅員

④自転車利用に関する
利便性の高さ

①区民や来街者が憩い、
交流できる空間やスペース

の充実
②街路樹による連続
した緑の景観

③湯島天満宮や上野恩賜公園などの
歴史・文化資源とまち並みの連続性

④良好な景観や環境に配慮した
建築物等の立地

⑤災害時に安全に避難できる
道路や

オープンスペースの充実
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満足度 高 低 

Ａ Ｂ 

Ｃ Ｄ 

【北側エリアにおける満足度・重要度の分析】 

①商業地の賑わい

②業務地の落着き

③災害への備え

④住民や来街者が
安心して過ごせる環境

①交通の利便性の高さ

②地区内外を結ぶ
道路ネットワーク

③地区内道路の
十分な幅員

④自転車利用に関する
利便性の高さ

①区民や来街者が憩い、
交流できる空間やスペースの充実

②街路樹による連続した
緑の景観

③湯島天満宮や上野恩賜公園などの
歴史・文化資源とまち並みの連続性

④良好な景観や環境に配慮した
建築物等の立地

⑤災害時に安全に避
難できる道路や

オープンスペースの
充実
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【南側エリアにおける満足度・重要度の分析】 

Ａ Ｂ 

Ｃ Ｄ 

土地・建物 
に関する項目 

道路・交通 
に関する項目 

環境・景観 
・防災に 
関する項目 

土地・建物 
に関する項目 

道路・交通 
に関する項目 

環境・景観 
・防災に 
関する項目 
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■湯島三丁目北東地区全体の将来のまちづくりの方向性について、重要であると考える項目 

将来のまちづくりの方向性について、重要であると考える項目の割合は「①活気・賑わいの

ある商業地の形成」「③災害に強い安全な市街地の形成」「⑥湯島天満宮や上野恩賜公園などと

連続した公園、広場等の整備」が他の項目と比較すると高くなっている。 

この結果より、湯島三丁目北東地区の地域特性である商業系の土地利用が進んでいることや、

地区周辺に歴史・文化資源が立地していることを生かしながら、更なるにぎわいや魅力の創出

に向けたまちづくりが望まれていることが読み取れる。 

また、近年頻発化・激甚化している自然災害に対する危機感が高まっており、まちの特性に

応じた防災対策が望まれていることも読み取れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 回答数 構成比 

①活気・賑わいのある商業地の形成 50 66.7％ 

②落着きのある業務地の形成 31 41.3％ 

③災害に強い安全な市街地の形成 50 66.7％ 

④子供たちが安心して過ごせる環境の形成 34 45.3％ 

⑤高齢者や子育て世代、障がい者等が快適に過ごせる
環境の形成 

32 42.7％ 

⑥湯島天満宮や上野恩賜公園などと連続した公園、広
場等の整備 

38 50.7％ 

⑦地球環境に配慮した緑地環境の形成 33 44.0％ 

⑧その他 4 5.3％ 

無回答 9 12.0％ 

合計 75 374.7％ 

 

【⑧その他 記述意見（原文）】 

交通インフラとの連携 

都施行の春日通り拡幅を開始すれば、自力による開発が進む。 

春日通りの拡幅（都施行）実施。 

住民が安心して暮らせる物理的運営。隣接する行政との連けい（連続性の確保）。 

 

【将来のまちづくりの方向性について重要であると考える項目（複数回答）】 

66.7%

41.3%

66.7%

45.3%

42.7%

50.7%

44.0%

5.3%

12.0%

①活気・賑わいのある商業地の形成

②落着きのある業務地の形成

③災害に強い安全な市街地の形成

④子供たちが安心して過ごせる環境の形成

⑤高齢者や子育て世代、障がい者等が

快適に過ごせる環境の形成

⑥湯島天満宮や上野恩賜公園などと

連続した公園、広場等の整備

⑦地球環境に配慮した緑地環境の形成

⑧その他

無回答

0% 20% 40% 60% 80%
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③湯島三丁目北東地区まちづくり基本方針（素案）パネル展示型説明会 

検討会や権利者アンケート等をもとに取りまとめた本方針（素案）の周知とご意見を伺う

機会として、パネル展示型説明会を開催した。 

【説明会開催概要】 

 

  

日  時：令和７年 12月 12 日（金）14：00～20：00 

     令和７年 12月 13 日（土）10：00～16：00 

場  所：文京総合体育館 展示スペース 

来場者数：計 87 名 
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３．これからのまちづくりに向けて 

「まちを取り巻く社会潮流」「近年のまちの現況」「地区の位置づけ」「地域意向」等を踏まえ、

今後まちづくりを進めていくにあたり大切にすべきことについて整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コミュニティの視点で大切にすべきこと・求められること 

• 時代の変化や地区内の土地利用の変化等により、地域コミュニティの希薄化やまちの担い
手不足が懸念されることから、住民、事業者、行政等の多様なステークホルダー（利害関

係者）による連携したまちづくりの体制構築と、これからのまちを担う若年層の流入促

進。 

• 地域の特色維持とまちのにぎわいづくりのため、湯島天満宮例大祭等の地域行事や商店会
を中心とした商業イベント、町会等への加入促進を通じた地域活動の維持。 

• 春日通りの拡幅整備や北側エリアでの市街地再開発事業の検討等を契機とした、良好な環
境の維持・向上やまちの魅力づくり、継続的なまちの運営等、湯島三丁目北東地区一体と

なった、地域主体のまちづくりの推進。 

土地・建物利用の視点で大切にすべきこと・求められること 

• 区の上位計画にある「新たな魅力の創造に向けたイノベーションの創出」、「都市機能が集
積し、にぎわいと活力と交流のあるまち」を目指し、春日通りの拡幅整備の実施や北側エ

リアでの市街地再開発事業の検討等、具体的なまちづくりの推進。 

• 夜間営業を主とした遊興施設等や飲食店を目的とする夜のにぎわいだけでなく、上野駅・
御徒町駅周辺の日中のにぎわいを誘導する新たな機能導入による魅力の創出・発信。 

• 都心地域にふさわしい効率的な土地利用の推進と、地域の憩い・交流の場や、災害時の避
難場所等、多目的な利用を見据えた、オープンスペース・緑化空間等の創出。 

• 対象地区周辺の観光資源や文化・教育施設と連携し、地区のポテンシャルを生かした文京
区内の観光促進や、来街者を受け入れる宿泊・滞在機能の導入等。 

• 北側エリアにおけるまちづくりの動きを受けて、地区全体としての良好な景観形成や安全
性の向上等の必要性が高まると考えられることから、南側エリアにおいても安心・安全・

快適に過ごすことができる環境づくり。 

• エリアごとに地域特性やまちづくりの進捗が異なっていることから、それぞれの状況に合
わせた地域と連携したまちづくりへの配慮。 

道路・交通の視点で大切にすべきこと・求められること 

• 文京区の東の玄関口として、高質な駅前空間の創出、誰もが利用しやすいバリアフリー化
の推進と、交通要衝地である強みを生かした更なる移動の利便性向上。 

• 災害時の緊急車両の通行や避難路の確保とともに、安全・安心・快適に通行することがで
きる歩きやすい道路環境の形成。 
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環境・景観の視点で大切にすべきこと・求められること 

• まち並みの彩りと憩いを育むため、湯島天満宮や上野恩賜公園、旧岩崎邸庭園等の周辺の
みどり・文化・歴史・観光資源とのつながりを生み出すみどりのネットワーク形成。 

• 春日通りや仲町通り、学問のみち等、通りの個性と調和した連続性のある景観の創出。 

• 持続可能なまちの形成に向けた、脱炭素化の強化や環境負荷への配慮。 

防災の視点で大切にすべきこと・求められること 

• 幅員が狭い道や木造建築物が多く立地する場所における、火災延焼リスク・建物倒壊等の
低減。 

• 災害発生時における住民・来街者の安全・安心の確保。 

• 交通要衝地、都心地域・都市拠点として、都市活動を継続させる環境の整備。 

• 地域住民による自助・共助の取組を効果的に機能させる地域防災力の強化。 
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４．まちの将来像 

４－１ まちの将来像 

「これからのまちづくりに向けて」を踏まえ、湯島三丁目北東地区全体のまちの将来像を

次のとおり位置づける。 

 

 

 

地区の魅力・個性を大切にした、にぎわいあふれるまち 

～人々を惹きつけるエリアづくりと歴史・風情を感じるエリアづくり～ 

 

• 文京区の都市拠点・イノベーションの場として、商業・業務機能が集積する利便性の高い地
区を目指す。 

• 市街地再開発事業等による新たなまちづくりの検討が進められている北側エリアと、地域の
歴史や風情を今に継承する南側エリア、それぞれの地区が持つ“魅力”や“個性”を生かし、

地区内住民・来街者等の人々が快適に安全・安心に過ごすことができる、にぎわいあふれる

まちづくりを目指す。 

 

  

湯島三丁目北東地区のまちの将来像 
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４－２ まちづくりの基本方針 

湯島三丁目北東地区のまちの将来像の実現に向けて、まちづくりを行う上での基本方針を

次のとおり位置づける。 
 

基本方針１ 地域コミュニティが築く身近なまちづくり 

町会活動やお祭り等の地域に根差した取組を守り、継続的にまちを運営するための体

制・仕組みづくりを進め、地域住民・事業者・来街者・行政等、多様な主体の連携によ

る、地域主体の身近なまちづくりの推進を図る。 
 

基本方針２ 地区の特性を生かし、にぎわいを育むまちづくり 

地区の持つポテンシャルや特性を最大限に生かしながら、今あるにぎわいを維持し、

より高めていくための新たなまちの魅力創出・発信を図る。 
 

基本方針３ 歩きやすく居心地のよいまちづくり 

駅・施設等の点在する資源をつなぐネットワークの形成と、みんなが快適にまちを回

遊することができる環境づくりを目指す。 
 

基本方針４ 環境・景観と調和した美しいまちづくり 

周辺の地域資源とのつながりや関係性を大切に、彩りある美しいまち並みづくりを図

る。また、ヒートアイランド現象の抑制やカーボンニュートラル等の環境に配慮した持

続可能なまちづくりを目指す。 
 

基本方針５ 災害に強く、安全・安心なまちづくり 

地区全体の防災性を向上させ、商業地としての機能維持や周辺住民・来街者も含めた

災害時の安全確保等、災害に強いまちづくりの推進を図る。    

地域と行政が協働で取り組む“地域主体のまちづくり”の高まり 

【エリアマネジメントのポイント】 

・まちを使い・育てる活動 

・住民や事業主等を中心に様々な主体が一体となって取り組む 

・活動内容は、公共空間の維持管理、防災・防犯、環境活動、地域
のＰＲ・広報等、多岐にわたる 

・地域への愛着向上や快適な地域環境の形成を通じて、地域の活力
増進や資産価値の維持・増大に貢献 

人口減少社会において、つくったものの維持管理・運営の必要性や、地
域間競争の進行に伴う地域の魅力づくり、環境や安全・安心への関心の高
まりが加速するなか、地域における良好な環境や価値を維持・向上させる
ため、住民・事業主・地権者、大学等による主体的な取組として、エリア
マネジメントが各地で盛んになってきている。 
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４－３ まちの将来構造 

まちの将来像やまちづくりの基本方針に基づき、湯島三丁目北東地区の将来あるべきまち

の姿（骨格構造）を次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

湯島駅 

旧岩崎邸 
庭園 

歴史・文化資源からの 
まち並みの連続性を 

創出する 

御徒町駅方面からの商業の 
にぎわいを連続させる 

上野恩賜公園からのひとの 
流れを引き込む 

上野駅方面・仲町通り商店街からの 
商業のにぎわいを連続させる 

閑静な住宅街から安心して 
訪れられる環境をつくる 

小学校や事務所等の落ち着きの 
ある雰囲気の連続性を維持する 

御徒町駅 
上野広小路駅 

上野御徒町駅 

上野恩賜 
公園 

湯島天満宮 

台東区立 

黒門小学校 

新たなにぎわい創出ゾーン 

既存商業・業務ゾーン 

＜面の要素＞ 個性ある２つのゾーン ＜線の要素＞ 魅力や個性をつなぐ２つのネットワーク 

歩行者ネットワーク 

主要なみどりのネットワーク 

＜点の要素＞ 地区の魅力となる地域資源等 

地域資源等 鉄道駅 

【凡例】 
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５．エリアごとのまちづくり構想 

５－１ 北側エリアのまちづくり構想 

北側エリアは、旧岩崎邸庭園や上野恩賜公園等の集客力のある地域資源に近く、湯島駅・

上野広小路駅・上野御徒町駅・御徒町駅・上野駅等、複数の鉄道駅へのアクセス性も高い。

春日通り沿いには居酒屋をはじめとした飲食店が多く並んでいるとともに、仲町通り周辺や

エリア内部には夜間営業が主の遊興施設等が多く集まり、夜のにぎわいを中心とした商業主

体のエリアとなっている。また、令和５（2023）年 12 月に市街地再開発準備組合（任意）が

設立され、北側エリアの整備に向けた話し合いが進められている。 

これらのエリア特性を踏まえ、北側エリアのまちの将来像を次のとおり位置づける。 

 

 

新たな魅力・個性を創出し、人々を惹きつける 

文京区の東の玄関口となるエリア  

 

• 本地区は文京区の東端に飛び出す形で位置しており、文京区内に訪れるひとをはじめに受け
入れる地として「東の玄関口」の役割を担っている。 

• 地域主体での新しいまちづくりの検討を機に、伝統や学び等の魅力を大切にしながら、地域
交流が将来にわたって持続するような新たな魅力づくりを進め、上野・御徒町をはじめとし

た周辺地区等からもひとが訪れる求心力のあるまちづくりを目指す。 

• オープンスペースや交流空間の創出等により、地区内住民・来街者等の人々が集い・交流す
ることができる環境づくりを目指す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

↑至 上野駅 

湯島駅 

上野恩賜公園 

上野 

広小路駅 

上野 

御徒町駅 

旧岩崎邸 

庭園 

湯島天満宮 

0 50 100ｍ 

安全・安心な歩行空間の確保
と、地域の資源や歴史をつなぐ
みどりのネットワークを形成 

通りのにぎわい空間
創出と、安全・安心
な歩行空間の確保 

面的なまちづくりによ
り、地域の顔となる魅
力的な拠点の形成 

北側エリアの将来像 

【凡例】 

＜線の要素＞  
歩行者ネットワーク 
主要なみどりのネットワーク 

面的なまちづくりのエリア 
快適な歩行環境の創出エリア 
滞留空間の創出エリア 

＜面の要素＞ 個性あるエリア 

地域資源等 
鉄道駅（  駅出入口） 

＜点の要素＞ 地区の魅力となる地域資源等 
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① 地域コミュニティの形成 

将来にわたって魅力的なまちであり続けるためには、単発的な整備にとどまらず、日常の

維持管理等“まちを使い・育てる”ことでまちの価値を高める必要があることから、新た

なまちづくりの動きとあわせて、ひとのつながりや地域の運営を考える湯島三丁目北東地

区一帯となった地域コミュニティの形成を図る。 

▶エリアマネジメントの検討 

▶町会等の既存の地縁組織との連携強化 

▶まちの担い手発掘・育成に向けた取組の検討   等 

 
 
 
 
 

① 地域を象徴する新たな商業拠点の形成 

隣接する上野・御徒町方面からのにぎわいを連続させるとともに、周辺施設や駅等からの

ひとの流れを引き込むため、新たな商業機能等を誘致し、地域を象徴する魅力ある商業・

業務の拠点を形成する。 

▶日中のにぎわいを生む集客力のある商業・業務機能の誘導 

▶地域住民の生活を支える生活サービス施設の導入 

▶南側エリアの商業店舗との購買層のすみ分け    等 

 

② 地域コミュニティの場づくり 

事業者や地域等との協働により、地域活

動・にぎわいづくりを推進するととも

に、これからのまちを担う若年層の流入

促進のための施設整備、多目的に利用で

きる広場・緑地の創出による地域コミュ

ニティの拠点形成に努める。 

▶担い手確保・育成のための施設整備（地

域コミュニティ形成に資する住宅の導入

等） 

▶地域主体の活動支援 

▶地域交流の場となる広場、緑化空間の整備 

▶オープンスペースの多目的利用の推進 

▶高度利用にあわせて魅力的なまちなか空間の創出    等  

土地・建物利用 

新たな魅力・個性の創出によるにぎわいづくり 

北側エリアの整備方針 

コミュニティ 

まちの価値を高める地域コミュニティづくり 
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③ 観光・ビジネスを支える機能の強化 

観光や研究・ビジネス等、様々な目的で訪れる来街者を広く受け入れ、文京区内の産業発

展や観光促進に波及させていく。 

▶来街の目的地となる施設・機能の誘導 

▶観光都市の実現に向けた宿泊施設の導入 

▶研究やビジネス等で訪れる中・長期滞在者向けの滞在施設の導入 

▶地域課題・社会的課題の解決を目指す新規事業者（スタートアップ企業等）を支援する機

能の導入 

▶地区内外の観光資源・施設等の案内機能の強化、案内板の設置検討   等 

 

 

 

 

 

 

 

① 歩きやすく安全な移動環境の形成 

春日通りの拡幅に伴う歩道や植栽の整備

等により、子どもから高齢者まで幅広い

年代の方が歩きやすく、歩きたくなる安

全・安心な移動環境を形成する。 

▶都市計画道路（春日通り）の拡幅整備 

の促進 

▶歩道状空地の整備 

▶バリアフリー動線の整備 

▶無電柱化の推進 

▶放置自転車対策等の検討   等 

 

② 地下鉄駅やバスの連続性を確保した快適な移動ネットワークの構築 

鉄道やバス等複数の交通手段があり、歩いて複数の駅までアクセスできる交通結節点とし

ての特性を生かし、更なる駅へのアクセス性向上や鉄道・バス等の公共交通機関の連絡性

の向上、地域内外の施設・資源の連続性創出等により、より便利でスムーズな移動ネット

ワークを構築する。 

▶湯島駅のエレベーターや階段等の動線の整備 

▶鉄道、バス等の公共交通の連携強化 

▶地域内外の施設・資源との連続性を生み出す店舗等の立地促進   等 

 

  

道路・交通 

 

歩きたくなる快適な移動ネットワークづくり 
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① 上野恩賜公園や旧岩崎邸庭園からの連続したみどりのネットワーク形成 

上野恩賜公園や旧岩崎邸庭園等の自然・歴史・文化資源と調和した広場・緑地を整備する

ことにより、まち並みの連続性を創出する。 

また、街路樹の整備や敷地内の緑化の推進によりまちなかのみどりを増やすことで、彩り

と風情ある景観・まち並みを形成する。 

▶歩行者空間における植栽配置 

▶広場や緑地等のまとまったみどりの創出   等 

 

② 地域・事業者等が連携した環境に優しい機能の導入 

みどりが持つ多様な機能を活用したグリーンインフラの導入等、環境に配慮した基盤・施

設の整備を促進する。 

▶基盤・施設整備の際の環境配慮型機能導入    等 

 

 

 

 

 

 

① 災害に強い基盤・環境整備 

建物の耐震化、不燃化、密集の解消により、まちの防災性の向上を図るとともに、災害時

においても文京区の都心地域・都市拠点として、人々のにぎわいや商業・業務機能等の都

市活動や共助による地域活動の維持を図る。 

また、交通要衝地であり地区周辺を含めひとの往来が多く、災害時にも多くの避難者や帰

宅困難者等の発生が想定されることから、一時滞在場所としての役割を担う災害時にも安

全・安心な環境を整備する。 

▶建物の耐震化、不燃化の促進 

▶無電柱化の推進 

▶高度利用によるオープンスペースの確保   等 

 

  

環境・景観 

 

上野恩賜公園等の周辺環境と調和した景観づくり 

防災 

 

災害時に安全に避難できる環境づくり 
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５－２ 南側エリアのまちづくり構想 

南側エリアは、学業成就の象徴的な参道として多くのひとが訪れる学問のみちが通ってお

り、沿道は事務所や住居等も見られる落ち着いた環境を形成している。春日通り沿いは北側

エリア同様に居酒屋をはじめとした飲食店が並んでいるとともに、エリア内部のテナントビ

ルには夜間営業を主とした店舗が多く、昼と夜とで異なるまちの姿を見せるが、「おばけ横丁」

と呼ばれた個性豊かな路地空間や老舗等、地域の歴史や風情を感じさせる要素も兼ね備えた

エリアとなっている。 

これらのエリア特性を踏まえ、南側エリアのまちの将来像を次のとおり位置づける。 

 

 

今ある魅力・個性を生かし、歴史・風情を感じる 

湯島の下町情緒あふれるエリア 
 

• 南側エリアは、通りに象徴される歴史や文化があり、今もなお、まち並みや通りの雰囲気等
にその特色を残している。まちの歴史・文化としてこれらの特色を残しつつ、安全・安心や

快適性も兼ね備えたまちづくりを目指す。 

• 新たな魅力・個性を生み出す北側エリアのまちづくりの動きを踏まえ、両エリアの特色を互
いに高め合う、調和のとれたまちづくりを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 50 100ｍ 

湯島駅 

湯島天満宮 

上野 

広小路駅 

↑至：上野駅 

エリア内の街路は、安全・
安心な歩行空間を形成 

安全・安心な歩行空間の確保と、地域の資源
や歴史をつなぐみどりのネットワークを形成 

商業・業務機能の集積 

歩行者が多い春日通り
や学問のみち沿いは、
歩きやすく、歩いて楽
しい沿道環境を創出 

上野 

御徒町駅 

安全・安心な移動環境の 
創出エリア 

快適な歩行環境の創出エリア 

＜面の要素＞ 個性あるエリア ＜線の要素＞ 魅力や個性をつなぐ２つのネットワーク 

歩行者ネットワーク 

主要なみどりのネットワーク 

 

＜点の要素＞ 地区の魅力となる地域資源等 

地域資源等 鉄道駅（  駅出入口） 

 

【凡例】 

南側エリアの将来像 
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① 地域コミュニティの活性化 

地域における日常的なにぎわい創出や

生活文化を守ることは、定住意欲や地

域への愛着を育むための重要な要素で

あり、地域の持続的な発展にもつなが

ることから、湯島三丁目北東地区一帯

となった地域コミュニティの形成を図

り、その維持・強化に向けた取組の促

進を図る。 

▶地域主体の活動支援 

▶地域の伝統である祭事やイベント等の

実施支援 

▶まちの担い手発掘・育成に向けた取組の検討   等 

 
 
 
 
 
 

① 既存商業等を守る 

地域に根差した商店や飲食店等を守り・地域の魅力として育てていくために、北側エリア

の新たなまちづくりとの調和を図り、商業機能の維持・向上を図る。 

▶低層階への商業店舗・飲食店等の誘導 

▶北側エリアの商業店舗との購買層のすみ分け   等 

 

② 通りの特色の継承 

細い通りに飲食店が並ぶ味わい深い雰囲気や、業務機能・住居が集まる学問のみち周辺の

落ち着いた雰囲気、湯島を象徴する老舗等、まちが持つ下町情緒・特色を継承していく。 

▶低層階への商業店舗・飲食店等の誘導 

▶建物更新の際の、景観・用途・空間構成等における地域らしさを意識した計画の誘導    

等 

 
  

南側エリアの整備方針 

土地・建物利用 

今ある魅力・個性を生かしたにぎわいづくり 

コミュニティ 

生活を守る地域コミュニティづくり 
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① 歩きやすく安全な移動環境の形成 

車や自転車利用者への安全意識向上や歩

行者の滞留性向上により、子どもから高

齢者まで幅広い年代の方が歩きやすく、

歩きたくなる安全・安心・快適な移動環

境の形成を目指す。 

▶都市計画道路（春日通り）の拡幅整備

に伴う歩道空間再整備の促進 

▶歩行者目線での安全性・快適性に配慮

した通りのバリアフリー化の推進 

▶エリアの秩序を保つ交通ルールや放置

自転車対策等の検討    等 

 

② 地下鉄駅やバスの連続性を確保した快適な移動ネットワークの構築 

鉄道やバス等複数の交通手段があり、歩いて複数の駅までアクセスできる交通利便性の良

さを生かすため、地域内外の施設・資源の連続性創出等により、より快適でスムーズな移

動を支えるネットワークの構築を目指す。 

▶北側エリアとの連携強化 

▶地域内外の施設・資源との連続性を生み出す店舗等の立地促進   等 

 

 

 
 

 

① 湯島天満宮や学問のみちにつながる景観の形成 

沿道店舗等と連携し、建物の外観や看板等のデザインの統一、まちなかのみどりの創出等

により、湯島天満宮や学問のみち等のやすらぎや趣を感じる空間と調和した、風情ある景

観・まち並みの連続性を創出する。 

幅員が狭く十分なみどりの空間を確保できない通りにおいては、周辺敷地・建物の一部に

みどりを設ける等、地域との協働による、連続したみどりの配置に努める。 

▶通りに面した建物の軒先空間へのみどりの配置 

▶沿道建物の色調・デザインの統一等のまち並み形成に係るルールの検討   等 

 

② みどりの機能を生かした環境負荷の軽減 

緑陰空間の創出により、ヒートアイランド現象の緩和を図る。 

▶地区内事業者や地域住民等と連携した緑化（屋上・壁面緑化や植栽配置）の推進   等 

  

環境・景観 

 

湯島天満宮等の周辺環境と調和した景観づくり 

道路・交通 

 

歩きたくなる快適な移動ネットワークづくり 
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① 建替え促進等による防災性の向上 

建物の耐震化、不燃化、密集の解消により、まちの防災性の向上を図るとともに、災害時

にも文京区の都心地域・都市拠点として、人々のにぎわいや商業・業務機能等の都市活動

や共助による地域活動の維持を図る。 

また、下町情緒があるまちの雰囲気は維持しつつ、緊急車両の通行や安全な避難に必要な

道路幅員の確保、屋外設置物のルール化等、災害時にも安全な環境づくりを進める。 

▶建物の耐震化、不燃化の促進 

▶建替え等による老朽建築物の更新 

▶共同化等によるオープンスペース、歩行者空間の創出   等 

 

防災 

 

災害に備えた安全な環境づくり 
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６．まちづくりのロードマップ 

本方針を湯島三丁目北東地区のまちづくりの方針として共有しつつ、計画から実践まで、

段階的なまちづくりを進める。 

北側エリアでは市街地再開発事業等によるまちづくりに向けて準備が進められているが、

南側エリアは具体のまちづくりの動きには至っていない。そのため、南側エリアのまちづく

りを検討する際には本方針をもとに、湯島三丁目北東地区全体としてのまちづくりを推進し

ていくことが求められ、必要に応じて本方針の改定を検討する。 

 

 

【まちづくりの検討ステップとロードマップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

STEP１ 

現況・課題等を 

把握する 

STEP２ 

まちの将来像を 

描く 

STEP３ 

ビジョンを共有し 

仲間を集める 

STEP４ 

多様な主体が連携し 

まちをより良くする 

地
区
全
体
の
動
き 

まちづくり基礎調査の実施、 

基本方針検討会での意見交換、 

アンケート調査の実施 

「湯島三丁目北東地区 
   まちづくり基本方針」 

まちづくりの実現手法・体制の検討・構築 

多様な主体の連携によるまちづくりの実践 

令和３年度～ 
令和７年度 

方針に基づくまちづくりの推進 

※上位関連計画、社会情勢の変化等に応じて適宜計画内容の見直し 

北
側
エ
リ
ア 

まちづくり協議会 
発足 

「まちづくりの考え方」 
（地元発意の整備構想） 

事業計画の検討、事業の実施 

都市計画の検討 

検討会等 
の実施 

平成 29 年７月 令和６年度 

※市街地再開発事業等を見据えた動き 

南
側
エ
リ
ア 

基本方針検討会やアンケート調査等
を通してまちづくりの意向確認、 
方向性の検討 

基本方針をもとにしたまちづくり 
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まちづくりを実現する、さまざまな規制誘導・事業手法 

まちづくりの実現に向けては、権利者、事業者等まちのステークホルダー（利害関係者）
となる方々と協議を行い、個別の土地の使い方やその実現手法等について決めていく必要が
ある。本地区においては、北側エリア・南側エリアでまちの様相や目指すまちの姿、まちづ
くりの進捗・熟度にも違いがあることから、それぞれのエリア特性を踏まえた適切な規制誘
導・事業手法の選択が求められる。 

道路拡幅 
• 緊急自動車の乗り入れ等の防災上の課題や、日照等の衛生上の課題等が発生し
うるおそれのある幅員が狭い道路の解消を目的とし、拡幅整備を行う。 

建物の個別 

建替え 

• 道路空間の確保を目的とし、個別もしくは
路線ごとに建物のセットバックや建替えを

行う。 

共同化 

• 市街地の環境の整備改善等を目的とし、
２人以上の敷地等の所有権者が共同し

て、一定規模以上の１つの建物及び敷地

の整備を行う。 

街区の 

再編 

• 低未利用地の改善や密集市街地の改善等
を目的に、細分化された敷地の統合や行

き止まり道路の付替え等による街区の再

編を行う。 

再開発事業 

• 土地の合理的かつ健全な高度利用や都市
機能の更新を目的に、建築物及び敷地の

整備や公共施設の整備を行う。 

【規制誘導・事業手法の例】 

小さな敷地が 
集まり共同化 

出典：国土交通省 

出典：国土交通省 

出典：国土交通省 

出典：国土交通省 
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ഗძ౮็ƣ॰ᇱƠ৘ƌƛƤbŧ��ሾ໊ǓȕǍƣธᅏሑ෕�ဘདfଔᆾጦዿ�৑୯fǾ
ǣǸǤǇ౫Žǀ৿Ⴗƣ੫ँ�ƠſŹƛƒƣईႷตǇಘƌƛŹƳƎcŹƔƕŹƔƉ࡝ଣ
Ǉ၃ƳŽb�৑୯ဒ౦ƣಲଵƠ୶ƆƔഗძ౮็ƣ၏ႚ�Ɲƌƛ਋ఐƌƳƎc
ᇶபೄ઱৖Ơ৘ƌƛƤbདત๺໲ƣሑ෕Ɲƌƛŧ��ƳƖƚƄƿƣৰ቎ሑ෕�ৰ቎ሑ෕
Ī�ᇶƂƹƎƄ੍඾དƣƽŹƳƖƚƄƿ�ƠಘƌƛŹǀƝƝƷƠbሾ໊ǓȕǍƣธᅏ
ሑ෕Ɲƌƛŧ���ဘདfଔᆾጦዿ�དࡰǞȊȐǶǱǎƣ඘ƚƄƿ�ƹŧ���ၗ᎓f୪
ྫྷ�ᇶƂƔƄƟǀऻ࿪Ɵࡤ၌ǸǮǳȚ|ǚƚƄƿ�ƠſŹƛƷbஃ඘઱৖ƹᇶபೄ઱
৖ƣ॰ᇱfഊಲƠƙŹƛ਋ఐƌƛŹƳƎc
ƣॉዻƝƝƷƠࡰƂ໗ƂbူဥూོኬሾဪདતƠƪƊǄƌŹƳƖƚƄƿƣଙ၀Ǉདࢂ
ුƶƛŹƂƳƎc

� ๺໲

དࡰƣॉዻƁࡊ๺ࡊ඾ƠഉƵƈƝƁƜƂǀƳƖǇኬ౪ƌb቎ሑ෕�ຍࡎ�ƜƤŧ��Ƴ
ƖƚƄƿƣৰ቎ሑ෕Ơ�དࡰǞȊȐǶǱǎƁཝƄිઝƟƳƖƚƄƿ�ƹ�ᇶƂƹƎƄ
੍඾དƣƽŹƳƖƚƄƿ�b�ఆ॔Ơ੫Ƅbࡊ๺fࡊ඾ƟƳƖƚƄƿ�ǇૡƇƛſ
ƿbདࡰǞȊȐǶǱǎƣࡥಏf૛ถƹࡊ඾ࡊ๺ƟƳƖƣಲଵǇདࡰƣॉዻƝƝƷƠኬ
౪ƌƛŹƂƳƎc
ŧ��ሾ໊ǓȕǍƠſƆǀဘདfଔᆾጦዿƣธᅏሑ෕ƠƤb�དࡰǇඉ྇Ǝǀት፛ŷǀ
൒઄f઄ኃƣ੐࿾�ƣ૛ถƠƙŹƛಘƌƛŹƳƎc
ƳƔb቎དતƤbണ႘ྫྷƿƣሾ໊ƠſŹƛbདଭᄇ࡝Ơƽǀ౦ज़ད௺्ᄇಈ઄ƣଙ၀
ƁුƶƾǁƛŹƳƎƁbಈ઄ƣભ໲࿨ƟၾዴƠƙŹƛƤௗଢ଼ଙ၀ǇුƶƛŹƄཌॎƝ
ᇍŹƛƳƎc
ශƔƟ੐࿾૛ถǇኬ౪ƌbူဥూོኬሾဪདતƠƪƊǄƌŹƳƖƚƄƿƣଙ၀Ǉདࡰ
ƣॉዻƝƝƷƠුƶƛŹƂƳƎc

� ๺໲

ጵདƹ୪ྫྷጦᇬตƟƞƣདતၟตǇภƀƌƙƙbሾ໊fႊ໊ƒǁƓǁƣၟตƠࣤƍƔ
ƳƖƚƄƿǇුƶbት፛f଼ตŷǀƳƖƣಲଵǇኬ౪ƌƳƎc
ഗძ౮็ƣ॰ᇱƠ৘ƌƛƤbŧ��ሾ໊ǓȕǍƣธᅏሑ෕�ဘདfଔᆾጦዿ�৑୯fǾ
ǣǸǤǇ౫Žǀ৿Ⴗƣ੫ँ�ƠſŹƛƒƣईႷตǇಘƌƛŹƳƎcŹƔƕŹƔƉ࡝ଣ
Ǉ၃ƳŽbƊƾƟǀƠƃǄŹຕഞƠ୶Ɔƛb�৑୯ဒ౦ƣಲଵƠ୶ƆƔഗძ౮็ƣ၏
ႚ�Ɲƌƛ਋ఐƌƳƎc

� ๺໲

ጵདƹ୪ྫྷጦᇬตƟƞƣདતƣၟตǇภƀƌƙƙbሾ໊fႊ໊ƒǁƓǁƣၟตƠࣤƍ
ƔƳƖƚƄƿǇුƶbት፛f଼ตŷǀƳƖƣಲଵǇኬ౪ƌƳƎc
ƳƔb቎དતƤbണ႘ྫྷƿƣሾ໊ƠſŹƛbདଭᄇ࡝Ơƽǀ౦ज़ད௺्ᄇಈ઄ƣଙ၀
ƁුƶƾǁƛŹƳƎƁbಈ઄ƣભ໲࿨ƟၾዴƠƙŹƛƤௗଢ଼ଙ၀ǇුƶƛŹƄཌॎƝ
ᇍŹƛƳƎc
ශƔƟ੐࿾૛ถǇኬ౪ƌbူဥూོኬሾဪདતƠƪƊǄƌŹƳƖƚƄƿƣଙ၀Ǉདࡰ
ƣॉዻƝƝƷƠුƶƛŹƂƳƎc

ઝႩƣဒ඾ᆪƣ௺्ᄇƤ་ᄖƁಪ჎Ơ೸ǄƘƛſƿbƒƣମࢀƣ་ᄖƤ་೚ǲȄȘǮǼ|ƠſƆǀĩħฌਈ૙ƣ्ᄇƣ࣊
ྙcǾȖǇଔƛb࿲ƝǞȞǚȕ|ǳƝǗȔǤƣታਂƟŹज़ƥƀƿƠc
ſƒƾƄௗଢ଼ƣ௺्ᄇƤ࿃ພĬॎऀࡒbǬǒ|Ȟ࿷ઔ౱Ɯ�ျࡴশƣƟŹǻȔǻȔƟ्ᄇ�ƈƒਿƶƾǁƛŹǀƝ౩Żc
Ɣƕƌఆ॔Ơ੫Ź༭௠๑࿨Ɵc௻࠵ƟƣƤ་೚ǲȄȘǮǼ|ƹǞȞǠȖǇႚǁǀƈƝƜbƈǁƠƽƘƛဪੜƤƧƞŹኬƠ
ŷƘƛŹǀƣƜᇌੜતƜƤƹƶƛŹƔƕƂƔŹc

ड़ဴདતƣၾbࡴᆪƤಓࡊƁŷƳƿፕƄƟŹǏȌ|ǣƁŷǀcᇌੜતኁƝƌƛbƈƣ௺्ᄇƂƘƀƆƜƒǁƁश൯ƌƛư
ƌŹƝ౩ŻcƳƔbƷƝƷƝူဥƣǏȌ|ǣƜƷŷǀbঊਂbƠƃǄŹƣፕƊƤƒƣƳƳƜƽƿƽŹƳƖƚƄƿƠƙƟƁ
ǀƝŹŹƟƝ౩Żc

fଔᆾƣᎡਾँbኪ່ƣ࿾ఓbၗ᎓ƣੵƊbಓࡊƣ࠵ƊǇணŽǀƝbདࡰƁƳƖƚƄƿǇணŽ൙጖Ơ୶ƆƔ૱बǇጵƛǀ
ಐৼƠŷǀƝ౩ŹƳƎc
ฏᅋbࡊ඾ࡊ๺Ơ౤੝ƀƾ་෗ƳƜፅபೄƹ጖ज़ೄƷ৞ƶथƉƐǀƳƖǇಲଵƌƛưƌŹƝ౩ŹƳƎc
fࡊ๺ࡊ඾ƟƳƖǇಲଵƎǀƔƶƠbᇶƂƹƎŹ઱৖�౲ॳƷƟŹ�ƣ໢bಱƣஸŹഗძ౮็ƟƞƷଙ၀ƌƛƷƾŹƔ
Źc

ူဥƣདࡰƣƴƟƊǈƁࡊ๺ࡊ඾ƠഉƵƈƝƁƜƂǀb౤ƞƷƷଭਂƠᇿƾƐǀƳƖƚƄƿǇபƘƛưƌŹƜƎc
ူဥƁዛ኎ƠƟǀƽŻƟbȔȞǴȉ|ǚƣƽŻƟ౮็ƁƜƂƛưƌŹƜƎc

fඑኾ୰ࣆƀƾƷઝƄዻyƟ᎓๦ƁጦዿƜƂǍǚǦǤƷፕŹƣƠኻƣƳƖƝŹŻǏȌ|ǣƹ఺੍ǾȖƁ໣ŹƝŹŻǸǗ
ǱǎȁƟࡽඉƁŷƿƳƌƔc
ƈƈƁƠƃǄŹƣŷǀƳƖƠƟǀƈƝƤ་ᇥፕŹƝ౩ŹƳƎƌbǺǏǚȔǤȆǱȖƟƞƁŷƿbᆏዣພƷ໣ƄƄǀዻƠƟ
ǀƝፕŹƝ౩ŹƳƌƔc

fူဥ࿵්ƹඑኾࢾƁઝƄ৑୯ਰƁ໣ƄྫྷǀǓȕǍƜƎƁbຍྫྷƿƎǀ෗Ɓ໣ŹƝশƍǀcǖȀǒƹಐ৖ǇƙƫƐǀ඘സ
ƁƟŹc੐࿾ƚƄƿǇபŻƈƝƜƳƖƣᇋਂࡗƁᇥǄǀƝ౩ŹƳƎc
fኻƣ࿷ǇሞǁǀƝb൚ƊƟଽŹǾȖƁ໣Ƅዛಈƣ఑ƣᆊࡊǇশƍǀcࡊ๺ƠኻƷ཭ƷथƉƐǀ඘സƁŷǀƝፕŹƝ౩Ź
ƳƎc�൅ตࡴ෗ƜƤႚƿƚƾŹbᆊࡊǇশƍǀc�
fጦᇬตƁஸƄ೮ᇩৄ੩ƷፕŹ඘സƟƣƜഉƵ෗ƹሞǁǀ෗ƁໃŽǀ੐࿾ƠƟǀƝፕŹƝ౩ŹƳƎc

�
P57
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��
ሾ໊
ǓȕǍ

ണ႘ྫྷƿƣሾ໊ƠſŹƛුƶƾǁƛŹǀདଭᄇ࡝Ơƽǀ౦ज़ད௺्ᄇಈ઄ƠƙŹƛƣ
ભ໲࿨ƟၾዴƤbௗଢ଼ଙ၀ǇුƶƛŹƄƝᇍŹƛƳƎc
ŹƔƕŹƔƉ࡝ଣƤདଭƣƳƖƚƄƿ੤ਢवƝƷ੢ዛƌbူဥూོኬሾဪདતƠƪƊ
ǄƌŹƳƖƚƄƿƣଙ၀ǇདࡰƣॉዻƝƝƷƠුƶƛŹƂƳƎc

��
ሾ໊
ǓȕǍ

དࡰƣॉዻƁࡊ๺ࡊ඾ƠഉƵƈƝƁƜƂǀƳƖǇኬ౪ƌb቎ሑ෕�ຍࡎ�ƜƤŧ��Ƴ
ƖƚƄƿƣৰ቎ሑ෕Ơ�དࡰǞȊȐǶǱǎƁཝƄිઝƟƳƖƚƄƿ�ƹ�ᇶƂƹƎƄ
੍඾དƣƽŹƳƖƚƄƿ�b�ఆ॔Ơ੫Ƅbࡊ๺fࡊ඾ƟƳƖƚƄƿ�ǇૡƇƛſ
ƿbདત๺໲ƝƌƛདࡰǞȊȐǶǱǎƣࡥಏf૛ถƹࡊ඾ࡊ๺ƟƳƖƣಲଵǇདࡰƣ
ॉዻƝƝƷƠኬ౪ƌƛŹƂƳƎc

��
ሾ໊
ǓȕǍ

቎ሑ෕�ຍࡎ�ƠৰƚƂbሾ໊fႊ໊ƒǁƓǁƣၟตƠࣤƍƔƳƖƚƄƿǇුƶbት
፛f଼ตŷǀƳƖƣಲଵǇኬ౪ƌƛŹƂƳƎc
ണ႘ྫྷƿƣሾ໊ƠſŹƛුƶƾǁƛŹǀདଭᄇ࡝Ơƽǀ౦ज़ད௺्ᄇಈ઄ƠƙŹƛƣ
ભ໲࿨ƟၾዴƤbௗଢ଼ଙ၀ǇුƶƛŹƄƝᇍŹƛƳƎc
ŹƔƕŹƔƉ࡝ଣƤདଭƣƳƖƚƄƿ੤ਢवƝƷ੢ዛƌbူဥూོኬሾဪདતƠƪƊ
ǄƌŹƳƖƚƄƿƣଙ၀ǇདࡰƣॉዻƝƝƷƠුƶƛŹƂƳƎc

��
ሾ໊
ǓȕǍ

඾ƟƳƖƣಲଵƠ৘ƌƛƤbŧ��ƳƖƚƄƿƣৰ቎ሑ෕Ơ�ᇶƂƹƎƄ੍඾དࡊ๺ࡊ
ƣƽŹƳƖƚƄƿ�ƹ�ఆ॔Ơ੫Ƅbࡊ๺fࡊ඾ƟƳƖƚƄƿ�ǇૡƇƛſƿbདત
๺໲Ɲƌƛ෮ුƌƛŹƂƳƎc
቎དતƣ፾ౝƹᇌँbึƟƁƾƣऀྎගഽǇশƍƊƐǀƳƖᇖƴ့ƣௗŷǀት፛Ơƙ
ŹƛƤbၟනƣƧƝƙƝƌƛ૫ൡƌƛŹƂƔŹƝணŽƛŹƳƎc
቎ሑ෕�ຍࡎ�ƠৰƚƂbሾ໊fႊ໊ƒǁƓǁƣၟตƠࣤƍƔƳƖƚƄƿǇුƶbት
፛f଼ตŷǀƳƖƣಲଵǇདࡰƣॉዻƝƝƷƠኬ౪ƌƛŹƂƳƎc
ƳƔbണ႘ྫྷƿƣሾ໊ƠſŹƛුƶƾǁƛŹǀདଭᄇ࡝Ơƽǀ౦ज़ད௺्ᄇಈ઄Ơƙ
Źƛƣભ໲࿨ƟၾዴƤbௗଢ଼ଙ၀ǇුƶƛŹƄƝᇍŹƛƳƎc
ŹƔƕŹƔƉ࡝ଣƤདଭƣƳƖƚƄƿ੤ਢवƝƷ੢ዛƌbူဥూོኬሾဪདતƠƪƊ
ǄƌŹƳƖƚƄƿƣଙ၀ǇདࡰƣॉዻƝƝƷƠුƶƛŹƂƳƎc

��
ሾ໊
ǓȕǍ

቎ሑ෕�ຍࡎ�ƣప࿊ƠŷƔƘƛƤbଙ၀वƹǍȞǜ|ǳb๊ነवƟƞƜŹƔƕŹƔ
དࡰƣॉዻƣƉ࡝ଣƣưƀb༊ဪતƹဪੜဒƠƷගሇ੢ዛƌƟƁƾଙ၀ǇුƶƛŹƳ
Ǝc೮ᇩƝƣྔᎬƠვፄƌƟƁƾb቎ሑ෕ప࿊ࡒவƷࢂƂ໗Ƃ৘ᎌ२സƝƣᎌૢƣƷ
ƝbူဥూོኬሾဪདતƠƪƊǄƌŹƳƖƚƄƿƣଙ၀ǇདࡰƣॉዻƝƝƷƠුƶƛ
ŹƂƳƎc

��
ሾ໊
ǓȕǍ

቎དતƤbᇌੜતဒ౦ȉǤǪ|ȂȔȞƠſŹƛ�ဒ඾དࡰ�Ɲƌƛ�൒઄f઄ኃ৿Ⴗ
ƹདၟࡰตƠࣤƍƔဒ౦৿Ⴗƣആู�ǇࡔམᆋƆƛŹƳƎcഉ༔੝੉ƣᅢጅตƠ৘ƌ
ƛƤbဪੜဒƹདଭƣƳƖƚƄƿ੤ਢवƭ੢ዛƌƳƎc
ƣॉዻƝƝƷƠࡰƂ໗ƂbူဥూོኬሾဪདતƠƪƊǄƌŹƳƖƚƄƿƣଙ၀Ǉདࢂ
ුƶƛŹƂƳƎc

ƳƖǇƂǁŹƠƎǀƝŹŻሑ෕Ƥ་ᇥŹŹƝ౩ƘƛſƿƳƎc
ଵఓƈƣདƠነಓಐ༉ƀƾ൒პǇࢪǈƜƂƔಈ઄೗ƝƌƛƤb൒პƣ࿾ƀƾࡤ၌ƎǀƣƤȕǤǚƁ་ƂƎƃbവဴƠࢥǈ
Ɯ২྅ƘƛŹǀ౶੢ƠƤbࡤ၌ƤႍƌŹƝ౩ƘƛŹƳƎc

ူဥూོኬ೮ᇩƜƤbኻ৖fෆኻƣਰࢂƂƹᆭ໓৘ᎌ࿷ᇲƣࢬ੽Ơƽƿbಓࡊƹภঊৄ੩ƠᆊࡊǇশƍǀƈƝƁŷƿƳ
ƎcདࡰഉኁƝƌƛbࡊ๺ƜጜƖཧŹƔज़ƚƄƿǇ੫ƄሰǈƜŹƳƎc
ௗषƣ௺्ᄇƠూ࡮ᆊ၌ౌȗǣǲȞǢȎȖƁౄबƎǀƝƣƈƝb႘቎ੲƣƽŻƠ፾ౝƝᇌँǇঊƀƌƔඑಱƟज़ᇖƴƁಲ
ଵƎǀƈƝǇৼ໸ƌƛŹƳƎcƳƔb໢དࡰƜƤ෨ി৛Ɵƞƣ୰੢౮็ธᅏƁᆭਈू๷Ơ৳ይƌƔ፯ƷŷƿbူဥƜƷᇌ
ँ౮็ƣഊಲƁ୲ऐ࿨ƕƝணŽƳƎc
ƠƪƊǄƌŹ࿷ᇲƣዤ၏ƷුƶƛŹƔƕƂƔŹƝࡰሑbᇶၗǇஃƇǀ૱बƁŷǀƣƜbᇏƐƛज़ᇖƴƣ૤৑ธᅏƹbདࡴ
ணŽƛŹƳƎcࡊ๺ƜጜƖཧŹƔৄ੩ǇƙƄǀƔƶƠƤbᇶப઱৖ƣू๷ƕƆƜƟƄb೮ᇩƣ൒઄ৄ੩ƣಱǇஸƶǀ೘ƿ
ຎƴƷഓጅƕƝ౩ŹƳƎc
ူဥƁࡊ඾ƌƛᇿƾƐǀᇌँ࿨Ɵज़Ɲƌƛᄇ࿶ƎǀƽŻb௺्ᄇƣଙ၀ƠſŹƛƉვፄŹƔƕƆǁƥஂŹƜƎc

௺्ᄇƠƛူဥƠශƔƟት፛ƁภƳǁǀƈƝƠƝƛƷৼ໸ƌƛſƿƳƎcƔƕbௗषƣူဥూོኬ௺्ᄇདࡰƤbྙႩઝ
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ଉƠइŽƛግƌŹc

೮ᇩƣಓࡊƝଌ๺ƊǇஸƶǀ૱बƠƟǀƝፕŹcၟƠཀྵྎྫྷƿਸƨ෫৓໊ོࣧƣ૱बƁഓጅƜbፊྫྷƿƁ୪Ǆǀ୪௭࿾Ƥ
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ȖƜƤƟƄbƞƈƠƷƟŹ࿮࿌ƌƔǱ|ȉǇಏƙǾȖc
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ƙƃfཧᆾ
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